
律
令
国
家
陵
墓
制
度
の
基
礎
的
研
究

一
『
延
喜
諸
陵
寮
式
』
の
分
析
か
ら
み
た
i

北

康

宏

律令国家陵墓制度の基礎的研究（北）

【
要
約
】
　
日
本
古
代
の
陵
墓
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
祖
先
祭
祀
と
家
の
成
立
、
天
皇
と
そ
の
正
当
化
と
い
っ
た
近
年
の
問
題
関
心
の
も
と
で
再
注
目
を
う
け

る
よ
う
に
な
っ
た
研
究
課
題
で
あ
る
。
本
稿
は
、
そ
う
し
た
課
題
を
考
え
る
た
め
の
基
礎
と
な
る
べ
く
、
古
代
陵
墓
制
度
の
歴
史
の
具
体
的
把
握
を
『
延

喜
諸
陵
寮
式
』
成
立
過
程
の
分
析
を
た
よ
り
に
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
論
点
は
次
の
通
り
。
律
令
国
家
は
浄
御
尋
令
で
先
皇
陵
公
的
守
衛
政
策
を
開
始
し

一
7
0
明
朝
に
一
応
の
成
就
を
み
る
が
、
そ
の
他
の
墓
に
つ
い
て
は
四
皇
子
墓
・
有
功
王
墓
の
例
外
を
除
く
と
、
照
々
祖
墓
・
三
位
以
上
別
黒
氏
宗
墓
の
み
の

営
墓
許
可
と
い
う
制
約
の
中
で
私
的
に
管
理
さ
れ
て
い
た
。
藤
原
宮
子
の
没
年
こ
ろ
か
ら
は
帯
し
く
御
鉢
制
が
設
け
ら
れ
た
が
、
こ
れ
が
外
祖
父
母
墓
制

へ
と
展
開
し
平
安
時
代
の
新
し
い
墓
概
念
を
生
む
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
そ
う
し
た
中
で
令
制
陵
墓
制
度
は
し
だ
い
に
荷
前
瑚
貢
幣
制
度
の
規
制
を
う

け
変
容
し
て
ゆ
く
。
以
上
の
変
化
を
で
き
る
限
り
具
体
的
に
叙
述
し
た
が
、
そ
の
結
果
そ
の
背
景
に
一
定
の
祖
先
観
の
変
化
を
よ
み
と
る
こ
と
が
で
き
た
。

ま
た
平
安
時
代
の
陵
墓
制
度
が
令
制
の
そ
れ
の
内
部
に
存
し
た
原
理
の
史
的
展
開
の
結
果
と
し
て
理
解
で
き
る
こ
と
、
摂
関
時
代
の
政
治
理
念
を
も
投
影

し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
七
九
巻
四
号
　
［
九
九
六
年
七
月

は
　
し
　
が
　
き

　
近
年
、
日
本
古
代
史
で
は
天
皇
や
貴
族
層
の
葬
地
で
あ
る
陵
墓
に
対
す
る
意
識
の
変
遷
を
歴
史
的
な
観
点
か
ら
意
味
付
け
よ
う
と
い
う
試
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

が
あ
ら
わ
れ
て
き
て
い
る
。
「
祖
先
」
と
い
う
観
念
を
通
時
的
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
特
定
の
時
代
に
特
定
の
様
態
を
も
っ
て

現
象
す
る
も
の
と
み
な
し
、
具
体
的
な
血
縁
意
識
に
も
と
つ
く
個
別
化
さ
れ
た
祖
先
へ
の
祭
祀
が
い
つ
ご
ろ
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
す
る
の
か
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②

を
見
出
す
こ
と
で
、
集
団
西
成
原
理
の
「
家
」
の
成
立
を
解
明
す
る
一
つ
の
手
が
か
り
と
ル
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
旧
来
の
民
俗
学
や
儀
式

研
究
に
よ
る
既
往
の
成
果
と
は
異
な
る
事
象
が
見
え
て
き
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
最
近
の
こ
う
し
た
諸
研
究
を
み
る
と
制
度
な
ど
の
基
礎
的
事

実
の
正
確
な
吟
味
の
う
え
に
そ
う
い
っ
た
魅
力
的
な
解
釈
を
う
ち
た
て
て
い
る
と
は
い
え
な
い
面
が
あ
り
、
そ
の
点
で
は
な
お
古
い
儀
式
研
究

の
常
識
を
無
批
判
に
う
け
い
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
本
稿
は
、
如
上
の
現
状
を
反
省
し
、
祖
先
観
の
変
遷
と
い
っ
た
非
常
に
複
雑
で
微
妙

な
事
象
を
把
握
す
る
た
め
に
は
前
提
と
し
て
ど
う
し
て
も
必
要
と
な
る
「
黒
体
的
な
陵
墓
制
度
の
歴
史
」
を
描
き
出
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
い
ざ
陵
墓
に
関
す
る
史
料
を
変
化
の
相
で
読
み
解
こ
う
と
し
て
も
、
残
さ
れ
た
史
料
が
断
片
的
で
あ
る
た
め
抽
象
的
な
イ
メ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ジ
の
把
握
に
お
わ
り
か
ね
な
い
。
そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
『
延
喜
諸
陵
講
式
』
陵
墓
歴
名
で
あ
る
。
後
に
詳
論
す
る
よ
う
に
、
歴
名
は
律
令

国
家
陵
墓
制
度
の
確
立
と
と
も
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
以
降
の
駅
名
の
変
化
・
増
訂
は
、
そ
の
制
度
の
盛
衰
や
変
容
を
如
実

に
う
つ
し
出
す
。
そ
し
て
『
延
喜
式
』
の
歴
名
の
中
に
は
細
か
く
み
る
と
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
具
体
的
な
成
立
過
程
の
残
像
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。
私
は
、
陵
墓
制
度
の
実
状
を
各
段
階
に
則
し
て
提
示
し
て
く
れ
る
こ
の
薬
名
の
分
析
を
た
よ
り
に
、
国
史
や
律
令
に
み
え

る
記
事
を
も
あ
わ
せ
解
釈
し
て
欄
度
の
実
際
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
方
法
を
と
ろ
う
と
思
う
。

①
　
服
藤
早
笛
『
家
成
立
史
の
研
究
』
校
倉
書
房
、
一
九
九
一
年
。
義
江
明
子
「
古

系
譜
に
み
る
「
オ
ヤ
ー
コ
」
観
と
祖
先
祭
祀
」
（
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報

　
告
』
四
一
、
一
九
九
二
年
）
。

②
　
こ
う
し
た
課
題
に
つ
い
て
の
近
年
の
研
究
成
果
と
し
て
、
古
田
孝
『
律
令
国
家

　
と
古
代
の
社
会
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
、
義
江
明
子
『
日
本
古
代
の
氏
の
構

　
造
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
、
な
ど
が
あ
る
。

③
　
代
衷
的
な
研
究
を
掲
げ
る
と
次
の
通
り
。
和
田
軍
…
「
諸
陵
式
に
関
す
る
一
一
三

　
の
血
、
5
察
」
（
『
歴
史
地
理
』
五
ニ
ー
「
・
三
・
囚
、
｝
九
二
八
年
）
。
同
「
諸
陵
寮
式

　
の
研
究
」
（
『
歴
史
地
理
』
五
三
一
二
・
三
・
四
、
一
九
一
一
九
年
）
。
宮
城
栄
昌
『
延

　
喜
式
の
研
究
』
大
修
館
書
店
、
一
九
五
五
年
。
蒔
野
谷
滋
「
神
武
天
皇
紀
と
諸
陵

　
式
」
（
中
山
久
四
郎
編
『
神
武
天
皇
と
日
本
の
歴
史
』
小
川
書
店
、
一
九
六
　
年
）
。

同
「
神
功
皇
后
の
山
陵
」
（
『
神
功
皇
后
』
皇
学
館
大
学
出
版
部
、
一
九
七
二
年
）
。

と
も
に
同
『
飛
鳥
奈
良
時
代
の
基
礎
的
研
究
隔
に
再
録
。
新
野
萢
吉
「
古
代
の
守

陵
墓
者
」
（
『
神
道
史
研
究
』
八
一
一
、
一
九
六
〇
年
）
。
同
「
陵
戸
論
」
（
『
日
本

歴
史
』
三
九
三
、
一
九
八
「
年
）
。
虎
尾
俊
哉
『
延
喜
式
』
吉
川
弘
文
館
、
　
一
九

六
四
年
。
新
井
喜
久
夫
「
古
代
陵
雲
制
雑
考
」
（
『
日
本
歴
史
』
二
ニ
ニ
、
一
九
六

六
年
）
。
吉
氷
登
「
諸
陵
寮
式
の
成
立
事
浩
そ
の
他
」
（
『
一
瓢
東
西
学
術
研
究
所
紀

要
隠
一
、
一
九
六
八
年
）
。
白
石
太
～
郎
「
記
・
紀
お
よ
び
延
喜
式
に
み
ら
れ
る
陵

墓
の
詑
載
に
つ
い
て
」
（
『
古
代
学
』
｝
六
一
｝
、
…
九
六
九
年
）
。
北
壇
聡
｝
郎

「
諸
陵
寮
式
の
近
陵
雲
墓
制
に
つ
い
て
」
（
『
伝
承
文
化
研
究
』
四
、
一
九
六
九
年
）
。

田
中
久
夫
『
祖
先
祭
祀
の
研
究
』
弘
文
堂
、
一
九
七
八
年
。
同
『
氏
神
儒
仰
と
祖

先
祭
祀
』
名
著
出
版
、
一
九
九
一
年
。
波
多
野
忠
雅
「
延
警
諸
陵
田
園
考
」
（
『
関
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西
大
学
日
本
史
学
論
集
』
、
　
九
七
五
年
）
。
な
お
、
心
移
祭
祀
研
究
の
中
で
関
説

さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
省
略
し
た
。

第
＝
軍
　
基
礎
作
業
ー
ー
陵
慕
歴
名
の
基
本
豹
区
分
・
i

　
本
章
で
は
、
以
下
の
研
究
の
手
が
か
り
と
な
る
べ
き
『
延
喜
式
』
陵
墓
空
名
の
基
本
的
区
分
を
行
っ
て
お
く
。
こ
の
歴
名
に
は
全
部
で
百
二

十
の
陵
墓
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
前
半
に
七
十
三
の
陵
が
、
後
半
に
は
四
十
七
の
墓
が
記
さ
れ
、
各
々
の
名
称
の
下
に
は
被
葬
者
名
・
所
在
地
・

兆
域
・
守
衛
戸
数
の
記
事
が
付
属
す
る
が
、
そ
こ
に
は
微
妙
な
記
載
様
式
の
多
様
性
が
み
て
と
れ
る
。
ま
た
陵
墓
の
配
列
規
準
に
つ
い
て
も
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

見
す
る
と
規
準
の
は
っ
き
り
し
な
い
部
分
が
あ
る
。
こ
う
し
た
点
に
注
目
し
て
、
先
学
の
研
究
成
果
も
取
り
入
れ
つ
つ
歴
名
成
立
段
階
に
関
す

る
大
き
な
区
分
を
行
っ
て
お
こ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

↓
陵
歴
名
の
区
分

（

律令国家陵墓制度の基礎的研究（北）

　
陵
歴
名
は
、
表
1
に
示
す
A
～
C
群
に
区
分
で
き
る
。
ま
ず
A
・
B
群
と
C
群
と
の
間
で
分
け
る
根
拠
は
次
の
四
点
で
あ
る
。
ω
兆
域
記
載

法
に
注
匿
す
る
と
、
A
・
B
群
の
後
山
科
陵
ま
で
は
「
東
酋
0
町
。
爾
北
○
町
。
」
と
い
う
書
き
方
、
ま
た
は
そ
れ
に
準
ず
番
も
の
で
あ
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
対
し
て
、
C
群
の
中
尾
陵
以
降
で
は
「
歯
糞
。
東
芝
レ
○
。
南
限
レ
○
。
…
…
」
と
い
っ
た
全
く
異
質
な
書
き
方
が
現
わ
れ
て
く
る
こ
と
。
②
前

者
で
の
所
在
地
は
す
べ
て
郡
ま
で
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
に
な
る
と
郷
や
そ
れ
以
上
に
詳
し
く
記
さ
れ
る
場
合
が
多
く
な
る
こ
と
。
③
前
者

で
の
天
皇
名
は
「
○
○
宮
（
京
）
御
宇
○
○
天
皇
」
と
あ
る
け
れ
ど
も
、
後
者
で
は
唯
一
の
例
だ
が
、
単
に
「
光
孝
天
皇
」
と
の
み
記
す
よ
う
に

な
っ
て
い
る
こ
と
。
㈲
女
性
を
表
示
す
る
場
合
、
固
有
名
で
は
な
く
「
皇
太
后
藤
原
氏
」
な
ど
の
書
き
方
を
し
て
い
る
か
ら
、
当
然
同
一
の
呼

称
で
別
人
を
指
す
こ
と
が
で
て
き
そ
う
で
あ
る
が
、
前
者
の
グ
ル
ー
プ
ま
で
に
限
っ
て
み
る
と
そ
う
し
た
重
復
は
み
ら
れ
ず
「
平
城
朝
皇
太
后

…
…
」
と
い
っ
た
限
定
句
を
付
し
て
個
人
が
特
定
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
。
後
者
ま
で
を
加
え
る
と
重
復
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
の
区
分
の
意
味
を
考
え
る
と
き
に
示
唆
的
な
の
は
、
B
群
の
最
後
尾
の
位
置
を
占
め
る
後
山
科
陵
の
被
葬
者
、
藤
原
順
子
の
没
年
で
あ
る
。
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表
1
陵
歴

名
被

葬
者

一
一

一
■

覧

x分
1陵

墓
名

被
　

葬
　

者
没

年
掲

i伐
資

綾
羅

取
隣

参
考

A

N
向
埃
山
陵

日
向

高
屋

山
上

陵

日
向

吾
平

山
上

陵

ニ
ニ
ギ
尊

ヒ
コ

ホ
ホ

デ
ミ

尊

ウ
ガ

ヤ
フ

キ
ア

ヘ
ズ

尊

｛
難

薔
離

｝

畝
鋳

山
東

北
陵

　
　
（
中
略
）

磯
長

山
田

陵

押
捲

内
陵

辱
坂
磯
長
陵

越
智

田
上

陵

山
科

印

面
廓

大
内

藤

同
大

昏
睡

翼
弓

丘
陵

　
檜
前
壷
占
岡
上

陵

　
奈
保
山
葉
陵

　
奈
保
山
西
陵

　
佐
保
山
西
陵

｛
　
佐
保
由
南
陵

　
佐
保
山
東
陵

　
淡
路
陵

　
高
野
陵

　
田
原
西
下

　
目
隠
陵

　
田
原
東
陵

　
宇
智
陵

　
大
枝
陵

瞬
憩

推
古

天
皇

婿
明

天
皇

孝
徳

天
皇

皇
極
（
斉
明
）
天
皇

天
智

天
皇

天
武

天
皇

持
統

天
皇

草
壁

皇
子

文
武

天
皇

元
明

天
皇

元
正

天
皇

藤
原

宮
子

聖
武

天
皇

藤
原

光
明

子

淳
仁

天
皇

孝
謙
（
称
徳
）
天
皇

施
基

皇
子

紀
橡

姫

光
仁

天
皇

井
上

内
親

王

高
野

新
笠

628（
推
古
36）

641（
差
止
13）

654（
白

土
5）

661（
王

土
7）

671（
天
智
10）

686（
天
武
15）

702（
大

宝
2）

689（
持

統
3）

707（
慶
雲
4）

721（
養

老
5）

748（
天
平
2G）

754（
天

平
勝
宝
6）

756（
天

平
勝
宝
8）

76G（
天

平
宝
字
4）

765（
天
平
神

護
元
）

770（
神

護
景
雲
4）

716（
霊

亀
2）

709（
和

鋼
2）

7
81（

天
応

元
）

775
（
宝
｛
琶
6）

789（
延

暦
8）

707（
慶
雲
4）

～

760（
ヲ
ξ
平
宝
字
4）

760（
天
平
宝
字
4）

778（
宝
亀
9）

770（
宝
亀
元
）

771（
宝
亀
2）

800（
延

暦
19）

7go（
延

t　
9）

聖
武
天
皇
生
母
。

甕
武
天
皇
皇
后
。

宝
亀
元
　
称
天
皇
。

宝
亀

2　
追

尊
皇

太
后

。

延
暦
19　

追
復
称
皇
后
。
（
宝
亀
元
　
皇
盾
。
）

桓
武

天
皇

生
母

。
延

暦
9　

追
尊

皇
太

后
。

（ぜQOマ）w
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O

　
蝕
弼
醸

｛　酔
蟄
螺

　
〉
誌
醸

　
簾
ト
漂

彊
驚
踏
螺

朗
斎
螺

蘇
難
薄

蔀
蔚
螺

覇
輯
薄

田
圓
螺

藤
葺
鍛
螺

吾
細
薄

黙
田
卿
螺

渉
遡
螺

鎗
薗
薦

吟
興
縫
薄

薗
鼻
剛
睡

羅
颯
凶
骨
蔀

臨
海
俵
田
（
蕪
碑
洲
晒
）

藤
彊
暴
申

螺
醸
寮
噌

爵
藤
冴
墾
田

蟄
無
冠
引

剰
島
隠
無

貸
温
澱
隣

浴
融
頴
晦

鍛
墾
面
出

疑
海
笏
申

濠
機
頚
睡

疑
強
華
噌

嬉
弼
囲
申

縫
函
蘭
噸

◎◎

n
O
（
醗
襯
b
ρ
0
）

“
O
O
（
瀦
蠣
り
）

『
Q
◎
只
露
頭
膳
）

『
㊤
躰
（
颪
面
一
ω
）

『
Q
◎
o
Q
（
濾
繭
↓
）

◎◎

n
り
（
U
汁
画
膳
）

QQ

ｿ
O
（
瓢
報
G
o
）

oQ
m∂

?
（
洲
撫
凶
）

Q◎

蛯
n
（
潮
謙
ら
Q
）

QQ

ｿ
Q
o
（
洲
路
b
3
）

o。

g
睡
（
出
色
ド
O
Q
）

c◎

ﾖ
り
（
勢
蓄
①
）

Q◎
揩潤

g
（
貸
哲
Q
Q
）

oo

n
①
（
鴻
恩
Q
◎
）

O
O
O
（
卿
鎌
G
Q
）

婚
O
刈
（
直
写
“
）

刈
㊤
O
（
灘
覇
㊤
）

◎◎

n
O
（
盗
螺
H
り
）

◎◎

n
⇔
（
U
汁
軍
属
）

◎◎

bR
OQ

i
畏
倉
に
）

◎o
奄
p
◎
（
劉
△
ぼ
霊
）

co

ﾞ
O
（
漸
幕
ω
）

OD
?
μ
（
漸
属
島
ω
）

晶
唖
聾
類
睡
晦
踊
。

禽
繭
お
　
湊
‘
煙
雨
醜
囲
晦
。

璃
氣
薄
遜
欝
C
（
一
山
海
、
酬
。

轄
卦
鑑
【
一
欝
C
（
潤
露
睡
》
鄭
。

轄
曽
聖
欝
ぐ
パ
出
窓
晦
軸
。

隠
嬉
洲
懸
ド
睡
郵
。
舜
濫
浦
晦
爵
嶺
。

｝醐ﾋ
矧
・
．
）

　
粁
慮
蕩
隅
肝
醸
。

一潜
短
調
Q
Q
O
O
（
冴
圏
劇
）
辮
4
。

一

Q◎
盾p

ﾈ
（
凶
爆
Q
o
）

QQ

I
“
（
蹄
剰
㊤
）

○◎

@
《
画
戴
①
）

O
O
圃
（
瀦
麟
醐
）

糸
蝿
湘
司
欝
ぐ
＾
指
頭
滉
郎
。

灘
璽
期
螢
欝
C
（
慧
睡
「
汁
鄭
。

国
費
蟄
一
欝
C
パ
睡
冴
渇
〉
う
海
戴
①
　
腰
揚
可
。

瀦
翌
浦
睡
騰
．
顧
。
睡
暴
悪
〉
。
「
渇
－
騨
冷
晦
一
踊
」
。

晋
瞬
。

『
三
代
実
録
』
に
よ
れ
ば
彼
女
は
貞
観
十
三
年
（
八
七
一
）
九
月
二
十
八
日
に
六
十
一
歳
で
崩
じ
、
同
年
十
月
五
日
に
後
山
科
陵
に
葬
ら
れ
た
と

い
う
。
貞
観
十
三
年
と
い
え
ば
『
貞
観
式
』
が
完
成
し
た
年
で
あ
る
。
八
月
二
十
五
日
に
愚
亭
、
十
月
二
十
二
日
に
施
行
と
い
う
か
ら
、
恐
ら

く
順
子
陵
は
『
貞
観
式
』
が
完
成
し
て
の
ち
そ
の
末
尾
に
書
き
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
兆
域
記
載
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
、
「
假
陵
戸
」

と
い
う
歴
下
中
で
唯
一
の
特
異
で
不
統
一
な
用
語
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
の
二
点
が
そ
う
し
た
事
情
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
以
上
よ
り
、
A
・

B
群
に
は
『
貞
観
式
』
成
立
ま
で
の
姿
が
の
ち
に
手
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
の
ち
新
た
に
設
置
さ
れ

た
山
陵
に
関
す
る
資
料
を
『
延
喜
式
』
編
纂
時
ま
た
は
そ
れ
以
前
に
追
補
し
た
部
分
が
C
群
で
あ
る
こ
と
、
が
わ
か
る
。

　
こ
う
し
た
結
果
に
あ
ら
た
め
て
距
離
を
お
い
て
み
る
と
、
隠
名
が
式
に
収
め
ら
れ
て
い
る
以
上
、
弘
仁
・
貞
観
・
延
喜
の
三
代
の
式
の
成
立
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年
代
が
署
名
の
成
立
過
程
に
と
っ
て
も
大
き
な
画
期
と
な
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
に
思
わ
れ
て
く
る
。
そ
こ
で
『
弘
仁
式
』
部
分
と
『
貞
観
式
』

部
分
も
分
割
で
き
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
に
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
『
貞
観
式
』
編
纂
段
階
で
既

成
の
『
弘
仁
式
』
里
謡
を
あ
わ
せ
て
全
体
に
手
が
加
え
ら
れ
た
可
能
性
の
有
無
で
あ
る
。
確
か
に
A
・
B
群
に
は
記
載
様
式
の
一
貫
性
は
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
配
列
規
準
の
考
察
か
ら
み
て
そ
う
い
っ
た
形
跡
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
町
営
名
の
古
い
部
分
は
基
本
的
に
天
皇
歴
代
順

で
あ
り
、
そ
の
原
則
は
の
ち
に
徹
回
さ
れ
る
こ
と
な
く
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
『
貞
観
式
』
段
階
で
弘
仁
の
下
名
の
配

列
に
ま
で
影
響
を
与
え
る
形
で
手
が
加
え
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
歴
代
順
の
原
則
を
う
け
て
『
弘
仁
式
』
以
降
に
没
し
た
天
皇
ほ
か
の
陵
を
さ
か

の
ぼ
っ
て
適
所
に
挿
入
し
そ
の
一
貫
性
を
通
そ
う
と
し
た
場
合
に
限
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
い
ま
平
城
陵
の
占
め
る
位
置
に
注
目
す
る
。
そ
の
贈

皇
盾
、
藤
原
公
子
の
葬
地
は
『
日
本
後
紀
』
大
同
元
年
（
八
〇
六
）
に
平
城
即
位
に
応
じ
て
陵
と
さ
れ
た
こ
と
が
み
え
る
の
で
、
『
弘
仁
式
』
に

既
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
六
月
九
臼
に
奉
告
使
が
発
遣
さ
れ
、
翌
二
年
（
八
〇
七
）
八
月
に
は
陵
域
が
定
め
ら
れ
た
と
い
う
。
さ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

歴
代
順
を
尊
重
す
る
と
す
れ
ば
、
平
城
陵
は
こ
の
男
子
陵
の
前
に
移
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
事
実
は
黒
和
天
皇
の
皇
后
よ
り
も

さ
ら
に
後
ろ
に
あ
る
。
以
上
の
点
か
ら
み
て
も
、
貞
観
段
階
で
弘
仁
の
歴
名
の
配
列
に
手
が
加
え
ら
れ
た
可
能
性
は
な
い
と
考
え
て
よ
い
。
さ

ら
に
傍
証
と
し
て
は
、
注
記
記
載
の
部
分
に
す
ら
実
は
変
更
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
A
群
に
属
す
る
藤
原
乙
牟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

漏
の
陵
は
初
め
高
畠
陵
と
称
さ
れ
た
が
、
天
長
元
年
（
八
二
四
）
以
降
の
史
料
を
み
る
と
長
岡
陵
と
改
称
さ
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
町
名

で
は
旧
称
の
ま
ま
で
、
し
か
も
「
皇
太
后
」
の
注
記
を
貞
観
期
の
現
状
に
従
っ
て
「
贈
太
皇
大
后
」
に
改
め
よ
う
と
し
な
い
。
や
は
り
嵯
峨
天

皇
の
時
代
の
『
弘
仁
式
』
の
記
載
の
ま
ま
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
以
上
の
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
私
は
表
1
に
み
え
る
よ
う
に
A
群
と
B
群
と
を
区
分
し
た
。
帯
子
陵
が
先
述
の
よ
う
に
『
弘
仁
式
』
に
存

在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
、
そ
れ
に
続
く
位
置
を
占
め
る
藤
原
瞳
子
と
高
志
内
親
王
の
二
人
は
早
く
延
暦
七
年
（
七
八
八
）
と
大
同
四

年
（
八
〇
九
）
に
没
し
て
は
い
る
が
、
裸
女
に
皇
太
后
・
皇
后
が
贈
ら
れ
る
の
は
弘
仁
十
四
年
（
八
三
二
）
に
淳
和
天
皇
が
即
位
し
て
の
こ
と
で
あ

り
、
山
陵
と
し
て
史
料
に
現
わ
れ
る
の
は
翌
天
長
元
年
（
八
二
四
）
に
な
っ
て
以
降
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、
両
者
が
鮮
碧
名
に
加
え
ら
れ
た
の
は
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『
弘
仁
式
』
に
お
い
て
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

⇒
墓
歴
名
の
区
分

（

雀令国家陵墓制度の基礎的研究（北）

　
陵
歴
名
に
お
い
て
三
つ
の
式
の
成
立
年
代
が
筆
名
の
内
的
区
分
と
　
致
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
の
だ
か
ら
、
同
様
の
分
割
を
墓
歴
名
の
方

で
も
行
い
う
る
と
考
え
て
よ
い
。

　
ま
ず
『
貞
観
式
』
成
立
ま
で
の
部
分
を
示
す
ラ
イ
ン
は
、
陵
の
時
ほ
ど
明
瞭
で
は
な
い
が
次
の
三
つ
の
点
か
ら
考
え
て
大
岡
墓
と
後
愛
宕
墓

と
の
間
に
設
け
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
ω
後
愛
宕
墓
は
、
そ
の
被
葬
老
藤
原
良
馬
の
没
年
が
貞
観
十
四
年
（
八
七
二
）
で
あ
る
か
ら
『
貞
観
式
』

の
三
食
に
掲
載
す
る
に
は
ま
に
あ
わ
な
い
。
じ
じ
つ
外
祖
父
母
と
し
て
対
を
な
す
源
潔
姫
の
愛
宕
墓
と
共
に
並
記
さ
れ
て
は
い
な
い
。
②
こ
の

潔
姫
は
斉
衡
三
年
（
八
五
六
）
に
没
し
た
が
、
歴
名
に
載
せ
ら
れ
る
資
格
を
得
た
の
は
清
和
天
皇
即
位
に
応
じ
天
安
二
年
（
八
五
八
）
に
外
祖
母
墓

と
し
て
扱
わ
れ
た
時
の
こ
と
で
、
『
貞
観
式
』
に
掲
載
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
㈲
大
岡
墓
は
こ
の
二
墓
の
問
に
は
さ
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の

位
置
を
占
め
る
積
極
的
な
理
由
は
見
当
ら
な
い
の
で
、
天
安
二
年
以
降
貞
観
十
四
年
以
前
に
墓
詣
名
に
潴
え
ら
れ
う
る
条
件
を
得
た
か
ら
だ
と

考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
期
間
で
藤
原
吉
子
が
最
も
大
き
く
注
目
さ
れ
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
頁
観
五
年
（
八
六
三
）
の
御
霊
会
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

て
で
あ
る
。
そ
の
際
に
注
目
さ
れ
た
大
岡
墓
が
の
ち
『
貞
観
式
』
歴
名
に
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
次
は
『
弘
仁
式
』
部
分
と
『
貞
観
式
』
部
分
と
の
分
割
で
あ
る
。
そ
の
際
注
目
し
た
い
の
は
特
異
な
性
格
を
有
す
る
一
群
（
H
群
と
呼
ぶ
。
）
の

　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

存
在
で
あ
る
。
こ
れ
を
設
定
す
る
の
は
次
の
三
点
か
ら
で
あ
る
。
ω
山
背
大
兄
王
、
聖
徳
太
子
の
母
で
あ
る
間
人
女
王
、
欽
明
天
皇
の
皇
女
で

　
　
　
イ
ワ
ク
ら
た

あ
ろ
う
広
前
王
女
（
い
ず
れ
も
積
極
的
な
掲
載
理
由
は
不
盟
。
）
、
の
三
人
は
生
存
時
期
が
集
中
す
る
こ
と
。
し
か
も
そ
う
い
っ
た
大
化
前
代
の
人
物

の
三
画
面
上
名
で
は
平
安
時
代
の
外
祖
父
母
の
墓
の
う
し
ろ
の
位
置
に
唐
突
に
出
て
く
る
。
②
す
べ
て
平
群
郡
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈲
画
名
の
中
で
三
三
が
置
か
れ
た
あ
た
り
の
守
衛
戸
に
は
「
古
曲
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
の
に
、
こ
の
三
老
だ
け
に

は
「
墓
戸
」
の
語
が
使
用
さ
れ
、
し
か
も
す
べ
て
二
燗
と
共
通
し
て
い
る
こ
と
。
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表
2
墓
歴
名
被
葬
者
一
覧

区
分

1
1陵

墓
名

被
　

葬
　

者
没

年
掲

載
資

格
取

得
年

参
考

D11Di2H

能
哀

野
墓

速
口

墓

古
市

高
腿

墓

余
田

墓

竈
山

墓

磯
長

原
墓

息
長

墓

詣
相

墓

押
坂

丁

丁
度

墓

宇
治

墓

押
坂

内
墓

用
壁

画
田

畑

檜
野

墓

磯
長

平

押
坂

堅

甲
立
岡
墓

　
平

城
坂

上
墓

　
淡

路
墓

　
牧
野
墓

｛
　

大
野

墓

　
経

国
墓

｛
　

村
国

墓

平
群

郡
北

岡
墓

龍
田

清
水

墓

龍
田
三
部
墓

日
本
武
尊

飯
豊

皇
女

春
日

山
田

皇
女

手
簡

香
皇

女

彦
五

瀬
盤

石
姫

皇
女

広
姫

押
坂

駆
虫

大
兄

皇
子

田
村

皇
女

五
十

甲
山

入
彦

命

菟
道

稚
郎

子
皇

子

大
伴
（
大
俣
）
皇
女

茅
野

皇
子

吉
備

雲
台

聖
徳

太
子

鏡
女

王

高
市

皇
子

磐
之

媛
命

当
麻

山
背

和
乙

継

大
枝

真
妹

藤
原

良
継

安
倍

古
美

奈

山
背

大
兄

ヨ
三

間
人

女
王

石
蝋

王
女

（
磐
之
媛
墓
以
前
は
省
略
）

　
　

　
？

765（
天
平
神
護
元
）

　
　

　
？

　
　

　
？

777（
宝

亀
8）

　
　

　
？

643（
皇

極
2）

621（
推
古

29）

　
　

　
？

754（
天
平
勝
宝
6）

～

778（
宝
亀
9）

79G（
延
…
暦
9）

～

790（
延
暦
9）

？

806（
大

同
元

）

806（
大

同
元

）

淳
仁
天
皇
生
母
。

高
野
新
笠
の
先
。
（
桓
武
天
皇
外
祖
父
。
）

高
野
新
笠
の
先
。
（
桓
武
天
皇
外
祖
母
。
）

平
城
天
皇
外
祖
父
。

平
城
天
皇
外
祖
母
。

（
◎
D

盾
署
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p一N一

　
摩
蹄
廉
麟

　
燃
圏
撰
騒

　
蟄
…
黙
晒

｛　墜
並
藻
麟

　
冊
齢
旛

　
ご
皿
曝
｝
麟

　
畠
・
登
麟

　
黙
鵯
慾
麟

｛　簿
鵯
謎
麟

一　渇
鯖
麟

　
メ
函
旛

黙
渇
藤
屡

藏
檎
麟

　
爵
搬
麟

　
尊
緬
継

　
〉
鷲
継

鞘
斡
継

　
薄
鵯
錦
縦

　
ら
凋
麟

｛
　
黙
」
・
遡
鵬

　
×
嘔
鍍
繕

鶏
強
引
詳
檎
（
繋
初
）

羅
繭
灘
曙
熱
四

駿
弥
輯
≧

鼎
彌
酬
諏
潜
【
可

囎
咽
蟷
瞳

蟄
蕗
漸

ヨ
夏
昂

巽
繭
壌
翻

曝
強
潔
毯
申

鐡
鰭
骸

翼
繭
叫
申

気
強
海
蹴

繭
朔
四
畷

噂
覇
謡
田

朕
彊
油

羅
弼
蝉
申

螺
藏
お
謙

譲
弼
隣
齢

羅
弼
鍋
騨

画
嵐
湿
申

羅
殉
羅
剰

“
N
O
（
騰
鎌
A
）

“
Q
ゆ
刈
（
囲
剰
O
）

刈
刈
㊤
（
陵
蝋
ロ
一
〇
）

刈
。
◎
の
（
盗
螺
q
）

o◎

n
刈
（
汁
図
鱒
）

刈
Q
Q
㊤
（
露
繭
o
Q
）

　
　
　
”

Qo
J
Φ
（
淵
湘
○
σ
）

◎◎

ｦ
Q
◎
（
洲
知
窃
）

Gっ

增
i
報
粛
ω
）

o◎

n
刈
（
汁
図
無
）

Q◎

?
h
3
（
無
戴
一
海
）

Go
揩純

ﾖ
（
油
蔑
刈
）

Oo

@
刈
（
無
念
O
）

　
　
　
”

　
　
　
～

　
　
　
～

◎◎

n
μ
（
識
剰
G
Q
）

㊤
O
O
（
胆
蝶
ω
）

㊤
O
“
（
占
冠
刈
）

㊤
O
⑩
（
圏
㈱
冠
り
）

◎o

ｿ
Q
Q
（
洲
浦
b
o
）
り

○○

@
①
（
無
冠
O
Q
）
叩

G◎

m
ω
（
劉
育
一
跡
）

c◎

垂
ｱ
。
（
鐸
倉
一
劇
）

◎o

痰
p
o
（
畏
・
n
μ
軽
）

◎Q
pゆ
盾p

i
洲
余
目
O
）

◎Q
ｱ9
fゆ

i
囲
知
一
〇
）

Q◎

ｿ
O
（
羅
森
Q
◎
）

QQ

ｿ
O
（
漸
職
Q
Q
）

QQ

ｿ
Q
Q
（
洲
浦
随
）

◎◎

@
Q
ゆ
（
畑
翻
萌
）

無
蝿
渇
・
頚
黙
さ
⇒
暑
器
監
2
舛
鶏
煎
。

曲
糖
櫨
＝
灘
睡
蟄
学
書
跨
。

鱗
蝋
篇
黒
睡
馬
ア
謡
・
報
。

｛
口
濫
黒
睡
樽
写
潤
湾
。

含
呂
洲
晦
島
7
搭
・
嶺
。

｝
　
洲
蹄
卜
。
（
Q
◎
駅
Q
Q
）

　
灘
灘
弊
々
・
。

QO

ｿ
o
◎
（
洲
蹄
b
o
）

Qo
?
刈
〔
凶
購
…
沸
）

QQ
掾宦

g
（
貸
蓄
Q
Q
）

QQ
揩所

?
（
含
蓄
ω
）

◎◎

揩p

H
（
凶
爆
c
Q
）

◎◎

p◎

s
沸
簸
c
Q
）

o◎

閧
w
蹟
溜
ω
）

◎g

閨
w
（
蹄
煮
O
）

QQ
闃
?
（
㎞
澱
煮
り
）

㊤
O
り
（
瀦
麟
ゆ
）

画
聾
洲
髄
滞
〉
。

掃
磯
頚
矯
、
｝
窪
跨
。

恩
登
窯
晦
椿
ア
浅
－
報
。

帥煕

ｭ
浦
睡
樽
7
溢
・
覇
。

囎
纈
蟷
田
e
磁
。

邸
鰍
蝋
ロ
叛
晦
樽
｝
融
跨
。
纂
録
冷
樋
。

羅
露
頚
睡
糠
デ
戯
，
覇
。

嶋
瞳
預
隠
｝
霞
跨
。

唱
瞳
照
泌
薄
｝
霞
－
鞄
。

器
強
洲
瞬
懸
甲
霞
・
串
。

濠
蝿
洲
睡
聴
麟
跨
。

滞
蝉
汁
爾
。

鶏
翌
醒
学
識
沁
。

遜
理
洲
掘
麟
蟄
講
四
・
鞄
。

磁
渇
興
汁
腿
。

福
沸
洲
緬
㊦
鵠
申
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
こ
の
H
群
に
は
、
㈹
の
ち
に
詳
論
す
る
よ
う
に
、
所
用
の
軍
戸
の
語
が
『
延
喜
式
』
編
纂
の
こ
ろ
に
よ
う
や
く
用
い
ら
れ
は
じ
め
る
も
の
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
㈹
兆
域
記
載
法
な
ど
で
は
弘
仁
・
貞
観
馬
煙
の
そ
れ
と
一
致
し
て
い
る
、
と
い
う
二
重
性
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
即

ち
、
該
当
部
分
の
成
立
過
程
の
二
段
階
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
H
群
は
『
貞
観
式
』
成
立
こ
ろ
以
前
の
時
期
に
作
成
さ
れ
た
原
史
料

に
も
と
つ
く
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
断
片
的
な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
か
式
の
歴
名
に
は
収
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
『
延
喜
式
』
編
纂
段

9　（489）



階
で
歴
名
に
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
が
、
で
き
る
だ
け
時
代
的
に
古
い
と
こ
ろ
に
置
こ
う
と
い
う
こ
と
で
、
弘
仁
・
貞
観
の
薬
歴
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

を
接
続
す
る
間
に
挿
入
し
、
一
律
に
「
墓
戸
二
燗
」
の
注
記
を
補
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
私
は
解
釈
し
て
い
る
。

　
話
が
細
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
墓
単
名
の
中
に
非
常
に
大
き
く
浮
き
上
が
っ
た
H
群
が
存
在
す
る
の
だ
か
ら
、
否
定
的
要
因

が
な
い
限
り
そ
れ
を
も
っ
て
区
分
を
設
け
る
の
が
正
道
で
あ
ろ
う
（
各
墓
設
置
年
代
か
ら
見
て
も
問
題
は
生
じ
な
い
）
。
H
群
よ
り
前
を
『
弘
仁
式
』

歴
名
に
該
当
す
る
部
分
、
後
ろ
を
『
貞
観
式
』
歴
名
の
部
分
と
考
え
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
分
析
か
ら
得
ら
れ
た
弘
仁
・
貞
観
・
延
喜
の
各
墓
歴
名
に
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
部
分
を
順
に
D
・
E
・
F
群
と
名
付
け
て
お
こ

う
。
（
表
2
）

①
　
和
田
・
吉
氷
前
掲
論
文
、
虎
尾
俊
哉
「
延
喜
式
は
杜
撰
か
」
（
『
蜥
脇
国
史
大
系
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
舞
叢

　
月
報
一
八
、
一
九
五
五
年
）
な
ど
。

②
『
三
代
実
録
』
元
慶
八
年
十
二
月
十
六
日
条
に
み
え
る
藤
原
沢
子
陵
や
同
二
十

　
目
条
の
藤
陣
原
総
継
・
数
子
の
墓
の
四
至
記
載
法
と
共
通
す
る
。

③
第
二
章
第
一
節
で
詳
述
。

④
淳
和
天
皇
じ
し
ん
の
陵
は
歴
名
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
（
第
五
章
参
照
）

⑤
『
続
日
本
紀
』
延
贋
九
年
閏
三
月
十
島
条
に
は
「
下
翼
長
岡
山
陵
」
と
み
え
る

　
け
れ
ど
も
、
大
笠
五
年
七
月
八
段
・
弘
仁
元
年
七
月
二
十
八
麟
条
に
は
高
畠
山
陵

　
と
称
さ
れ
て
お
り
（
『
類
聚
国
史
』
）
、
天
長
元
年
十
二
月
十
六
日
宣
旨
（
『
類
聚
符

　
宣
誓
』
）
以
降
に
な
る
と
再
び
長
岡
山
陵
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
名
称

　
の
改
正
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

⑥
　
神
代
三
陵
を
B
群
と
し
た
の
は
、
三
陵
に
対
す
る
注
記
に
「
已
上
神
代
三
期
。

　
於
二
山
誠
国
葛
野
郡
田
邑
陵
南
原
一
祭
之
。
其
兆
域
東
西
一
町
。
南
北
一
町
。
」
と

　
あ
っ
て
、
こ
れ
が
書
か
れ
た
の
が
田
邑
陵
設
置
（
天
安
二
年
九
月
六
日
、
当
名
称

　
へ
の
改
名
は
十
二
月
十
日
）
以
降
で
あ
る
と
わ
か
る
こ
と
、
こ
の
兆
域
記
載
法
は

　
『
延
警
式
』
段
階
ま
で
下
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
『
貞
観
式
』
編
纂
時
だ
と
推
定
で
き

　
る
か
ら
で
あ
る
。
文
徳
陵
は
ま
さ
に
そ
の
時
点
で
の
最
新
の
天
皇
陵
で
あ
っ
た
。

　
（
山
田
邦
和
氏
の
示
唆
に
よ
る
。
）
し
か
し
そ
れ
以
前
に
三
陵
じ
た
い
が
記
さ
れ
て

　
な
か
っ
た
と
ま
で
い
う
根
拠
は
今
の
と
こ
ろ
な
い
。

⑦
　
告
子
の
墓
に
つ
い
て
は
『
日
本
紀
略
』
昌
泰
元
年
（
八
九
八
）
六
月
二
十
二
目

　
条
お
よ
び
『
扶
桑
略
記
』
賢
良
三
の
裡
魯
に
関
係
史
料
が
あ
る
。

⑧
こ
こ
に
含
ま
れ
る
三
墓
に
つ
い
て
は
、
辰
巳
和
弘
『
地
域
王
権
の
古
代
学
』
白

　
水
社
、
｝
九
九
四
年
、
第
三
章
に
詳
し
い
。

⑨
　
天
智
天
皇
の
皇
女
で
孝
徳
の
皇
后
と
な
っ
た
女
性
も
同
名
で
あ
る
が
、
彼
女
が

　
斉
明
陵
に
合
葬
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
『
日
本
書
紀
』
天
智
天
皇
六
年
（
六
六
七
）

　
二
月
壬
午
条
よ
り
わ
か
る
か
ら
、
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
ま
た
磯
長
墓
が
聖
徳
太
子

　
と
そ
の
母
間
人
・
妃
膳
大
郎
女
の
三
棺
一
応
形
式
を
な
し
て
い
る
と
い
う
説
に
対

　
し
て
は
、
そ
の
伝
承
が
平
安
末
期
以
来
の
浄
土
信
仰
の
隆
盛
と
と
も
に
三
蓋
合
葬

　
形
式
の
墓
を
阿
弥
陀
三
尊
に
た
と
え
る
こ
と
で
発
生
し
た
も
の
で
、
平
安
末
期
以

　
前
の
史
料
に
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
（
小
野
一
之
「
聖
徳
太
子
墓
の
展
開
と
叡
福
寺

　
の
成
立
」
『
日
本
史
研
究
』
三
四
二
、
一
九
九
一
年
）
、
ま
た
考
古
学
か
ら
み
て
も

　
こ
の
時
期
に
は
三
棺
形
式
の
古
墳
は
い
く
つ
も
例
が
あ
る
の
で
（
藤
井
利
章
「
三

　
骨
一
瞥
式
古
墳
の
一
考
察
」
『
龍
谷
史
壌
』
七
三
・
七
四
合
併
号
、
一
九
七
八
年
）
、

　
現
指
定
墓
を
太
子
陵
と
す
る
根
拠
は
十
分
と
い
え
な
い
こ
と
、
な
ど
を
指
摘
し
て
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お
く
。

⑩
　
第
五
章
参
照
。
な
お
新
野
氏
も
前
掲
第
鼠
論
文
の
中
で
「
古
記
成
立
の
頃
に
は
、

　
陵
戸
・
額
束
の
区
別
が
ま
だ
行
わ
れ
ず
、
降
っ
て
延
喜
式
に
到
る
ま
で
の
出
る
蒔

　
期
に
翌
冬
の
樗
が
独
立
成
立
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
」
と
さ
れ
て
い
た
が
、
時

　
期
は
限
定
さ
れ
な
か
っ
た
。

第
二
章
　
律
令
国
家
の
陵
墓
制
度

⑪
　
虎
尾
俊
哉
氏
が
『
貞
観
式
』
に
つ
い
て
、
「
『
弘
仁
式
』
は
『
弘
仁
式
鰯
と
し
て

　
廃
止
す
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
に
対
す
る
訂
正
補
足
の
部
分
だ
け
を
集
め
て
編
纂
し
、

　
両
者
す
な
わ
ち
「
前
後
之
式
」
を
併
用
す
る
よ
う
な
形
に
編
纂
さ
れ
た
」
（
問
「
延

　
喜
式
」
、
『
国
史
大
系
書
目
解
題
』
上
巻
）
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
陵
の
制
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
律
令
制
の
導
入
は
陵
墓
制
度
に
と
っ
て
も
非
常
に
大
き
な
画
期
で
あ
っ
た
。
律
令
国
家
の
陵
墓
制
度
の
基
本
は
ま
ず
は
、
喪
葬
令
制
一
条
先

皇
陵
条
に
掲
げ
ら
れ
た
先
皇
陵
の
公
的
守
衛
管
理
シ
ス
テ
ム
の
確
立
に
あ
っ
た
。
養
老
令
に
は
、

　
　
　
凡
先
皇
陵
。
置
二
陵
戸
｝
令
レ
守
。
非
二
陵
戸
一
令
レ
守
岩
。
牽
年
一
替
。
兆
域
内
。
不
レ
得
二
葬
埋
及
耕
屯
営
採
喝

と
あ
り
、
大
宝
令
で
は
「
兆
域
内
」
が
「
其
兆
域
」
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
古
記
に
よ
り
わ
か
る
。
一
方
、
『
日
本
書
紀
』
持
統
五
年
（
六
九
一
）

十
月
乙
巳
条
を
み
る
と
、

　
　
　
乙
巳
。
翌
日
。
凡
先
皇
陵
戸
者
。
置
二
五
戸
以
上
喝
二
障
王
等
有
功
者
。
置
一
一
三
戸
閃
若
陵
戸
不
レ
足
。
以
二
百
姓
一
充
。
冤
二
重
立
役
鴨
三
年
一
夏
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
い
う
詔
が
み
え
る
。
こ
れ
は
内
容
的
に
「
先
皇
陵
に
は
陵
戸
を
置
い
て
守
ら
せ
る
」
と
い
う
規
定
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
先
皇

陵
条
の
起
源
は
こ
の
二
年
前
の
浄
御
露
華
の
該
当
条
に
さ
か
の
ぼ
る
と
推
測
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、
詔
の
「
若
」
以
下
の
陵
戸
以
外
に
守
ら
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

る
場
合
の
指
示
は
大
宝
令
以
降
は
多
少
の
改
定
を
へ
て
令
の
本
文
に
吸
収
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
想
定
さ
れ
る
心
立
原
令
文
は
次
の
よ
う
に

　
　
　
　
③

復
元
さ
れ
る
。

　
　
　
凡
先
皇
陵
。
置
一
　
陵
戸
醐
令
レ
守
。
其
兆
域
。
不
レ
得
ユ
葬
埋
及
耕
牧
樵
採
噸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

陵
の
守
衛
と
兆
域
内
禁
止
事
項
と
い
う
二
要
素
か
ら
な
る
点
が
母
法
た
る
復
元
磁
界
該
当
条
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
推
定
の
蓋
然
性
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を
増
す
。
以
上
よ
り
、
こ
の
持
統
三
年
に
お
い
て
律
令
天
皇
が
そ
の
公
的
性
格
を
高
め
た
こ
と
に
応
じ
た
先
皇
陵
の
公
的
守
衛
制
度
が
嵐
発
し
、

そ
の
具
体
化
が
持
統
五
年
詔
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
持
統
五
年
詔
に
は
「
自
二
王
等
有
功
者
」
の
葬
地
の
公
的
守
衛
の
規
定
も
存
在
す
る
。
こ
こ
は
「
自
二
王
ら
の
有
功
者
」
と
も
「
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

鯨
王
ら
・
有
功
者
偏
と
も
読
む
こ
と
は
で
き
る
が
、
私
は
前
者
を
正
し
い
も
の
と
す
る
。
そ
の
理
由
は
次
の
四
点
で
あ
る
。
ω
馬
騎
の
文
法
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
ル
ノ
　
　
コ
ノ
　

の
対
応
関
係
や
「
若
」
以
下
の
文
中
の
陵
戸
の
語
の
み
の
存
在
か
ら
す
る
と
、
該
当
部
分
は
「
自
絵
王
等
有
レ
功
陵
戸
老
」
の
省
略
だ
と
見
ざ
る

　
　
　
⑥

を
え
な
い
。
一
方
、
令
前
の
史
料
か
ら
み
て
陵
の
呼
称
は
天
皇
だ
け
で
な
く
皇
族
の
葬
地
に
も
用
い
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ

　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
ノ
　
　
　
ノ

れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
「
自
象
有
功
王
陵
戸
」
を
意
味
す
る
と
し
た
方
が
時
代
の
流
れ
か
ら
み
て
自
然
で
は
あ
る
ま
い
か
。
②
こ
の
時
期
に
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

功
と
い
え
ぼ
壬
申
功
を
思
い
う
か
べ
る
が
、
『
書
紀
』
『
続
紀
』
に
多
く
の
壬
申
功
臣
の
贈
位
記
事
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
葬
地

守
衛
が
公
的
に
な
さ
れ
た
形
跡
は
全
く
な
く
、
の
ち
の
墓
歴
名
の
古
い
部
分
を
見
て
も
基
本
的
に
皇
族
墓
の
み
で
壬
申
功
臣
墓
の
残
存
は
確
認

で
き
な
い
。
③
自
儘
王
で
切
っ
て
読
め
ば
非
常
に
多
く
の
皇
族
葬
地
を
公
的
に
管
理
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
不
可
能
に
近
い
。
威
信
名
を
み
て
も
、

本
来
の
陵
戸
が
き
ち
ん
と
設
置
で
き
た
の
は
先
皇
陵
の
う
ち
で
も
一
部
だ
け
で
あ
っ
た
。
㈲
『
霊
位
』
天
平
六
年
（
七
三
四
）
四
月
戊
申
条
に
は

「
有
功
王
之
墓
」
と
い
う
概
念
が
み
え
る
。

　
以
上
を
ふ
ま
え
る
と
、
持
統
五
年
詔
は
、
皇
族
葬
地
を
も
含
む
旧
来
の
伝
統
的
な
陵
概
念
に
引
き
ず
ら
れ
、
厩
熱
原
令
の
先
皇
陵
の
み
の
公

的
守
衛
を
完
全
に
は
実
現
で
き
ず
一
部
例
外
を
残
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
過
渡
期
的
事
象
を
示
す
も
の
、
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
し
同
時
に
詔
の
史
的
意
義
も
十
分
に
認
識
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ω
公
的
な
葬
地
管
理
を
は
じ
め
て
実
現
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
し
、

②
先
皇
陵
と
自
絵
王
有
功
者
と
の
間
の
守
衛
戸
数
の
差
を
明
文
化
し
、
さ
ら
に
皇
族
一
般
の
中
で
も
有
功
の
者
の
み
に
限
る
と
い
う
厳
し
い
綱

限
を
設
け
る
な
ど
、
天
皇
と
皇
族
一
般
と
の
区
別
を
明
ら
か
に
し
、
距
離
を
拡
大
さ
せ
よ
う
と
す
る
政
策
の
萌
芽
が
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
持
統
朝
以
来
の
こ
の
よ
う
な
方
向
性
は
、
大
宝
令
に
お
い
て
一
段
落
す
る
。
文
武
天
皇
四
年
（
七
〇
〇
）
で
は
江
坂
牢
人
大
兄
皇
子
の
短
篇
を

も
い
ま
だ
「
成
合
山
陵
」
と
称
し
て
い
た
が
（
『
続
紀
』
）
、
大
宝
以
降
は
天
皇
の
裏
地
に
対
し
て
の
み
陵
の
語
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
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う
で
あ
る
。
『
令
集
解
』
先
皇
陵
条
に
引
く
古
記
で
は
、

　
　
古
記
云
。
陵
。
謂
墓
一
種
。
以
一
一
貴
賎
一
叢
識
別
名
一
儲
。
帝
皇
導
因
レ
陵
如
レ
陵
。
故
云
レ
陵
。
問
。
電
訓
及
太
子
敷
之
庭
。
里
謡
称
。
又
令
レ
守
野
羊
。
答
。

　
　
除
二
即
位
天
皇
一
以
下
。
皆
悉
称
レ
墓
。
又
令
レ
守
名
爲
二
墓
守
閃
見
二
宮
員
令
別
記
一
也
。

と
即
位
の
天
皇
以
外
の
母
地
は
三
后
や
皇
太
子
の
そ
れ
で
す
ら
墓
と
称
す
べ
き
こ
と
を
明
言
す
る
に
至
っ
た
。
た
だ
持
統
五
年
に
公
的
守
衛
の

対
象
と
さ
れ
た
天
皇
以
外
の
陵
は
、
墓
と
称
さ
れ
つ
つ
も
例
外
的
に
守
衛
は
続
け
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
（
後
述
）
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
先
皇
陵
の
公
的
守
衛
制
度
の
確
立
は
、
即
ち
陵
歴
名
作
成
の
契
機
で
あ
っ
た
。
先
に
準
備
し
て
お
い
た
陵
歴
名
の
A
群
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

見
て
み
よ
う
。
こ
の
部
分
の
配
列
は
、
和
田
軍
一
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
天
皇
歴
代
順
を
基
本
と
す
る
。
重
帯
し
た
天
皇
は
重
詐
の
代
の
位
置
を

占
め
、
追
尊
は
そ
の
子
が
即
位
し
た
こ
と
に
よ
る
の
だ
か
ら
そ
の
直
前
に
置
か
れ
る
。
ま
た
廃
太
子
の
場
合
は
本
来
即
位
し
て
い
れ
ば
占
め
る

で
あ
ろ
う
位
置
に
な
る
と
い
う
。
ま
た
、
特
定
の
天
皇
の
前
後
に
は
そ
の
母
と
盾
と
を
か
け
る
と
さ
れ
る
が
、
私
は
む
し
ろ
后
を
各
天
皇
（
ま
た

は
そ
れ
に
準
ず
る
者
）
の
後
ろ
に
付
し
た
と
見
る
べ
き
で
、
た
だ
藤
原
宮
子
だ
け
が
便
宜
的
に
聖
武
の
前
に
そ
の
母
と
し
て
置
か
れ
た
と
考
え
る

の
が
よ
い
と
思
う
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
母
や
后
そ
の
他
の
無
地
が
陵
と
称
さ
れ
る
の
は
律
令
制
本
来
の
も
の
で
は
な
い
（
第
四
章
）
。
歴
名

で
は
、
そ
れ
ら
が
い
つ
、
如
何
な
る
理
由
で
陵
の
列
に
加
え
ら
れ
た
か
な
ど
の
歴
史
的
な
個
別
条
件
に
全
く
無
関
心
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
は
『
弘
仁
式
』
編
纂
段
階
に
如
上
の
一
定
の
配
列
方
式
を
定
め
て
下
馴
の
先
皇
陵
の
歴
名
に
対
し
機
械
的
挿
入
を
行
っ
た

も
の
だ
と
推
定
さ
れ
る
。

　
こ
れ
の
も
と
に
な
っ
た
先
皇
陵
を
主
体
と
す
る
原
歴
名
は
、
先
述
の
浄
御
原
令
の
先
皇
陵
公
的
守
衛
原
則
を
実
行
す
る
た
め
の
基
本
台
帳
と

し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
山
陵
の
治
定
の
た
め
の
調
査
が
行
わ
れ
持
統
五
年
に
は
順
次
陵
戸
の
設
置
が
具
体
的
に
開
始
さ
れ
た
。
こ
の

よ
う
な
一
連
の
仕
事
が
一
段
落
す
る
の
は
文
武
天
皇
崩
御
興
し
ば
ら
く
し
た
元
明
朝
の
こ
と
で
、
原
陵
歴
名
の
完
成
も
そ
の
こ
ろ
だ
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
・
　
・
　
　
　
　
　
　
．

し
か
し
時
野
谷
滋
氏
は
草
陰
名
は
持
統
朝
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
草
壁
皇
子
の
真
弓
丘
陵
が
怪
盗
に
存
在
す
る
こ
と
は
古
記
に

み
え
る
陵
の
本
来
の
概
念
か
ら
す
る
と
不
適
切
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
以
降
の
部
分
の
山
陵
は
原
理
名
に
は
存
在
し
え
な
い
は
ず
だ
と
い
わ
れ
る
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の
で
あ
る
。
私
説
の
根
拠
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
ω
天
平
十
年
（
七
三
八
）
の
古
記
を
尊
重
す
る
と
、
天
平
十
年
こ
ろ
ま
で
の
時
期
設
置
の
陵
を

含
む
署
名
の
範
囲
に
も
草
壁
陵
の
よ
う
な
例
外
は
存
在
す
べ
き
で
は
な
い
。
草
壁
陵
は
の
ち
に
挿
入
さ
れ
た
か
、
ま
た
は
最
初
か
ら
例
外
的
に

掲
載
さ
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
②
ま
た
A
群
の
守
衛
戸
記
載
に
は
次
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
。
①
神
武
陵
か
ら
孝
徳
陵
ま
で
は
陵
戸
・

字
溝
が
混
在
す
る
。
②
斉
明
六
か
ら
文
武
陵
ま
で
は
陵
戸
の
み
で
あ
る
。
③
元
明
陵
以
降
は
守
戸
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
元
明
朝
か
ら
み
て

近
い
時
代
の
陵
に
は
陵
戸
が
積
極
的
に
置
か
れ
た
が
文
武
陵
で
そ
れ
は
終
り
、
以
後
は
掌
記
の
み
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
事
実
を
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

映
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
そ
こ
に
画
期
を
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
㈲
事
実
、
『
続
日
本
紀
』
霊
亀
元
年
（
七
一
五
）
夏
四
月
庚
申
条
に
は

瓦
餅
陵
に
「
守
陵
三
戸
」
、
安
康
陵
に
「
四
戸
し
を
宛
て
た
記
事
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
『
延
喜
式
』
の
歴
名
の
記
事
と
比
較
す
る
と
こ
こ
に
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

う
戸
は
「
守
戸
」
に
あ
た
る
と
み
た
方
が
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
に
は
陵
戸
は
も
は
や
置
か
れ
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ω
持
統

五
年
詔
を
実
施
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
ま
ず
歴
代
天
皇
陵
の
現
実
の
位
置
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
白
石
太
一
郎
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、

『
延
喜
式
』
の
山
陵
は
基
本
的
に
は
記
紀
の
も
と
に
な
る
「
帝
紀
」
の
山
陵
記
事
に
依
存
し
て
い
る
が
、
式
で
は
そ
れ
に
方
角
な
ど
さ
ら
に
細

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

か
い
指
定
を
加
え
て
い
る
と
い
う
。
そ
う
し
た
治
定
作
業
は
持
統
朝
に
す
ぐ
完
了
し
た
と
は
考
え
が
た
い
。
政
策
の
実
施
に
は
時
間
が
か
か
る

も
の
で
あ
る
。

　
結
論
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
先
皇
陵
の
公
的
守
衛
原
則
が
浄
御
原
話
で
規
定
さ
れ
持
統
五
年
に
陵
戸
設
置
が
開
始
さ
れ
る
と
、

「
帝
紀
」
の
山
陵
記
事
を
利
用
し
つ
つ
現
実
の
治
定
作
業
が
行
わ
れ
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
た
新
し
い
先
皇
陵
玉
名
が
作
成
さ
れ
は
じ
め
元
明
朝
に

　
　
　
⑭

完
成
し
た
。
陵
戸
が
設
置
さ
れ
て
い
る
山
陵
は
、
そ
の
治
定
作
業
の
過
程
で
相
対
的
に
早
く
確
定
さ
れ
た
、
換
言
す
れ
ぼ
、
「
帝
紀
」
の
記
事

の
よ
う
に
漠
然
と
し
た
位
置
の
み
が
わ
か
る
も
の
で
は
な
く
、
具
体
的
に
こ
の
古
墳
が
こ
の
天
皇
の
陵
だ
と
い
う
こ
と
が
当
時
で
も
は
っ
き
り

し
て
い
た
山
陵
に
あ
る
程
度
ま
で
一
致
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

14　（494）



律令国家陵墓制度の基礎的研究（北）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⇒
墓
の
制
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
次
に
令
網
の
墓
の
翻
度
を
考
察
す
る
。
確
か
に
墓
と
は
か
な
り
広
い
概
念
で
、
有
位
者
の
堅
地
す
べ
て
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
で

　
⑯

あ
る
。
た
だ
し
養
老
喪
葬
令
三
位
以
上
条
を
み
る
と
、

　
　
凡
三
位
以
上
。
及
別
祖
氏
寒
。
並
得
レ
営
レ
墓
。
以
外
不
レ
合
。
難
レ
得
レ
営
レ
墓
。
若
欲
鼎
一
大
蔵
一
覧
聴
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
●
　
　
。
　
の
　
　
　
　
　
　
⑰

と
あ
っ
て
、
「
営
墓
」
即
ち
独
立
し
た
墓
域
や
施
設
を
有
す
る
墓
を
新
た
に
立
て
る
こ
と
を
制
限
す
る
規
定
は
存
在
す
る
。
こ
れ
が
大
化
薄
葬

令
い
ら
い
の
喪
葬
の
簡
略
化
と
階
層
的
秩
序
付
け
の
流
れ
の
延
長
線
上
に
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
先
の
先
皇
九
条
の
守
衛
の
問
題
と
は
次
元

を
全
く
異
に
す
る
条
文
で
あ
っ
て
、
墓
の
私
的
守
衛
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
は
注
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
む
し
ろ
墓
域
を
営

む
こ
と
に
よ
る
土
地
の
私
有
独
占
が
増
加
す
る
の
を
制
限
し
よ
う
と
い
う
目
的
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
慶
雲
三
年
（
七
〇
六
）
三
月
丁
二
条
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

は
王
公
諸
臣
が
山
沢
を
独
占
し
耕
種
を
事
と
し
な
い
こ
と
を
禁
め
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
は
、

　
　
但
氏
々
祖
墓
及
百
姓
宅
辺
。
裁
レ
樹
爲
レ
林
。
井
二
三
十
許
歩
。
不
レ
在
一
一
禁
限
鴨

と
「
氏
々
祖
墓
」
を
特
例
的
に
許
容
す
る
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
条
文
に
該
当
す
る
も
の
は
浄
御
原
令
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
基
本
的
政
策
の
源
は
こ
れ
ま
た
持
統
朝
に
ま
で
さ
か
の
ぼ

ら
せ
う
る
と
考
え
る
。
陵
の
ほ
う
で
先
皇
陵
の
守
衛
が
具
体
的
に
実
行
に
移
さ
れ
た
の
と
同
じ
年
の
持
統
五
年
（
六
九
一
）
に
、
期
を
一
に
し
て

次
の
よ
う
な
詔
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

　
　
　
八
月
己
亥
朔
辛
亥
。
詔
二
十
八
氏
両
蓋
慌
細
管
職
郡
干
瓢
ま
野
購
源
町
篇
州
伽
顯
嚇
恥
嬬
脇
姫
館
嘱
陣
難
冤
野
．
上
コ
進
其
祖
等
一
面
つ

こ
の
史
料
は
従
来
、
氏
族
の
家
伝
的
な
資
料
を
修
史
事
業
の
役
に
た
て
る
た
め
に
上
進
さ
せ
た
こ
と
を
示
す
も
の
だ
と
さ
れ
て
き
た
の
は
あ
ま

　
　
　
　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
●
　
　
　
・

り
に
も
有
名
で
あ
る
。
し
か
し
、
ω
こ
の
十
八
氏
の
祖
ら
の
墓
と
は
先
の
慶
雲
三
年
（
七
〇
六
）
の
詔
、
延
暦
三
年
（
七
八
四
）
十
二
月
庚
辰
詔
、

『
万
葉
集
』
四
〇
九
六
の
大
伴
家
持
の
歌
な
ど
に
み
え
る
「
麗
々
祖
墓
』
「
諸
氏
蒙
墓
」
「
大
伴
の
遠
つ
神
祖
の
奥
津
城
」
と
同
系
統
の
も
の
で
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あ
り
、
大
宝
令
制
下
以
降
に
も
見
ら
れ
る
。
②
に
も
か
か
わ
ら
ず
令
に
は
緊
々
祖
業
に
関
す
る
規
定
そ
の
も
の
は
存
在
し
な
い
。
㈲
従
っ
て
、

三
位
以
上
条
は
「
三
位
以
上
・
別
祖
・
氏
宗
」
と
い
っ
た
民
邪
智
墓
以
外
の
特
別
営
墓
許
可
の
対
象
に
つ
い
て
の
補
完
的
規
定
と
解
す
べ
き
も

の
で
あ
り
、
後
々
新
た
に
営
ま
れ
う
る
増
加
す
る
部
分
の
み
を
補
心
的
に
扱
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ω
こ
れ
は
、
氏
女
祖
墓
に
対
す
る
処

置
・
管
理
化
が
そ
れ
以
前
に
前
提
と
し
て
実
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
四
段
階
の
推
論
か
ら
、
先
の
十
八
氏
に
関
す
る

史
料
は
そ
の
当
時
の
代
表
的
な
氏
十
八
の
祖
墓
を
営
墓
許
可
の
た
め
に
登
録
す
る
書
類
を
提
出
さ
せ
た
こ
と
を
示
す
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の

　
　
⑳

で
あ
る
。

　
以
上
を
要
す
る
に
、
墓
と
は
有
位
階
級
一
般
の
葬
地
の
呼
称
で
あ
る
が
、
令
制
で
は
独
立
し
た
施
設
・
墓
域
を
設
定
す
る
こ
と
の
公
認
さ
れ

た
墓
に
つ
い
て
は
、
「
玉
章
」
と
称
し
て
持
統
五
年
こ
ろ
に
氏
々
祖
墓
、
大
宝
令
で
は
三
位
以
上
・
捌
祖
・
氏
上
の
墓
と
い
う
よ
う
に
造
営
許

可
範
囲
が
規
定
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
原
則
と
し
て
私
的
守
衛
管
理
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
ま
た
、
こ
の
段
階
で
は
公

的
守
衛
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
陵
著
名
に
対
応
す
る
よ
う
な
墓
歴
名
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
存
在
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
墓
と
称
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
例
外
的
に
公
的
守
衛
の
対
象
と
さ
れ
た
も
の
は
存
在
し
た
よ
う
で
あ
る
。
成
立
下
限
が
霊
亀
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
。
　
。
　
　
　
●
　
　
　
　
　
。
　
。

（
七
一
六
）
四
月
甲
子
と
考
定
さ
れ
て
い
る
『
令
集
解
』
職
員
令
諸
陵
司
に
引
く
別
記
に
は
、
「
常
専
守
及
墓
守
」
「
借
陵
雲
及
墓
守
」
と
見
え
る

し
、
先
に
述
べ
た
「
自
働
巌
窟
有
功
者
。
置
三
二
戸
こ
の
流
れ
を
引
く
「
有
功
王
墓
」
（
天
平
六
年
（
七
三
四
）
四
月
戊
申
条
）
も
守
衛
が
続
け
ら

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
古
く
は
陵
と
称
さ
れ
て
い
た
特
定
の
皇
族
量
地
で
大
宝
令
以
降
墓
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
も
の
が
そ
れ
に
あ
た
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
実
体
に
つ
い
て
は
次
章
で
関
駕
す
る
。

①
　
瀧
川
政
次
郎
「
陵
戸
考
」
（
『
史
学
雑
誌
』
四
三
t
三
、
一
九
三
二
年
。
の
ち
同

　
『
律
令
諸
舗
及
び
令
外
宮
の
研
究
』
に
再
録
）
な
ど
。

②
　
詔
の
残
る
雪
田
約
な
守
衛
戸
数
に
関
す
る
規
定
は
式
文
と
し
て
扱
わ
れ
た
よ
う

　
で
あ
る
。
『
令
集
解
』
先
皇
陵
駕
の
事
象
に
「
止
所
レ
充
之
陵
戸
数
。
可
レ
有
二
別
、
式
噸

　
額
同
。
」
と
あ
る
。
第
五
章
で
見
る
よ
う
に
こ
れ
に
さ
ら
に
修
正
を
加
え
た
式
が

　
『
延
喜
式
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

③
陵
戸
の
語
に
つ
い
て
は
関
晃
濃
い
ら
い
大
宝
令
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
可
能

　
性
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
（
同
「
日
本
古
代
の
身
分
と
階
級
」
『
古
代
史
講
座
』
第

　
七
巻
学
生
社
、
　
一
九
六
三
年
）
、
ま
た
平
城
宮
跡
出
土
の
大
宝
戸
令
茜
色
為
婚

　
条
の
習
書
木
簡
の
文
章
に
陵
戸
の
語
が
欠
け
て
い
る
こ
と
も
そ
の
新
た
な
根
拠
と
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さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
ら
は
五
色
の
賎
の
一
つ
と
し
て
の
陵
戸
の
位
置

　
付
け
が
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
に
す
ぎ
ず
、
陵
戸
の
難
じ
た
い
が
存
在
し
な

　
か
っ
た
こ
と
を
い
う
に
は
十
分
な
根
拠
だ
と
は
い
い
が
た
い
。

④
　
仁
井
田
陞
『
唐
令
拾
遺
』
に
よ
る
。

⑤
　
前
説
に
新
井
喜
久
夫
氏
ら
が
、
後
説
に
は
和
田
軍
一
、
田
中
久
夫
氏
ら
が
い
る
。

⑥
　
時
野
谷
前
掲
第
二
論
文
。

⑦
新
井
前
掲
論
文
。

⑧
直
木
孝
次
郎
『
壬
申
の
乱
』
後
篇
第
薫
早
、
塙
書
房
、
一
九
六
一
年
、
野
村
忠

　
夫
『
律
令
官
人
擬
の
研
究
』
第
二
章
第
二
節
、
吉
川
弘
文
館
、
　
一
九
六
七
年
、
な

　
ど
参
照
。

⑨
和
田
前
掲
第
一
論
文
㈲
第
二
章
。

⑩
時
野
谷
前
掲
第
一
論
文
。

⑪
従
っ
て
、
陵
戸
が
概
か
れ
て
い
る
草
壁
陵
は
最
初
か
ら
例
外
的
に
原
肥
歴
名
に

　
掲
載
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑫
　
　
『
延
喜
式
』
陵
墓
歴
名
に
は
、
垂
仁
陵
は
陵
芦
二
燗
・
守
戸
三
音
、
安
康
陵
は

　
守
戸
三
（
九
条
家
本
で
は
五
）
燗
、
と
あ
る
。

⑬
白
石
前
掲
論
文
。

⑭
従
っ
て
、
毎
年
十
二
月
に
行
わ
れ
た
橿
例
の
陵
墓
祭
祀
で
あ
る
荷
前
の
常
幣
（
諸

　
陵
寮
（
司
）
の
管
理
す
る
す
べ
て
の
陵
墓
に
幣
を
献
ず
る
儀
式
）
の
事
蹟
上
の
成

　
立
上
限
は
こ
の
元
開
朝
こ
ろ
で
、
通
説
の
よ
う
に
欽
明
朝
こ
ろ
ま
で
遡
ら
せ
る
こ

　
と
は
で
き
な
い
。

⑮
岡
野
慶
隆
「
奈
良
時
代
に
お
け
る
氏
墓
の
成
立
と
実
態
」
（
『
古
代
研
究
』
エ
ハ
、

　
一
九
七
九
年
）
も
同
様
の
課
題
を
扱
っ
て
い
る
が
私
見
と
の
相
異
も
大
き
い
。

⑩
墓
は
火
化
薄
葬
令
い
ら
い
有
位
者
の
葬
地
の
呼
称
で
あ
り
、
一
般
庶
民
の
埋
葬

　
の
「
収
埋
」
「
葬
埋
」
に
対
す
る
概
念
で
あ
っ
た
。
墓
誌
の
出
土
側
か
ら
み
て
も

　
墓
の
語
は
「
三
位
以
上
及
別
算
氏
宗
」
の
葬
地
に
限
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
三
位
以
上
条
の
古
記
が
「
今
行
事
濫
作
算
。
」
と
い
っ
て
い
る
の
も
後
述
の
「
営

　
墓
」
に
つ
い
て
の
こ
と
で
あ
る
。

⑰
　
『
令
集
解
』
三
位
以
上
条
の
古
記
に
は
「
並
肉
レ
営
レ
墓
。
謂
高
下
長
広
。
皆
従
二

　
別
式
一
也
。
」
と
あ
っ
て
、
大
化
薄
葬
令
を
う
け
る
埋
葬
施
設
の
規
定
が
式
に
あ
っ

　
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

⑱
『
続
日
本
紀
』
。
同
様
の
法
令
は
こ
の
の
ち
も
延
暦
三
年
十
二
月
十
三
日
、
大

　
同
元
年
閏
六
月
八
日
な
ど
に
幽
さ
れ
て
い
る
。

⑲
坂
本
太
郎
「
纂
記
と
日
本
書
紀
」
（
『
史
学
雑
誌
』
五
罪
i
七
、
一
九
四
六
年
。

　
の
ち
隅
『
日
本
古
代
史
の
基
礎
的
研
究
』
文
献
篇
に
再
録
。
）
、
丸
山
二
郎
「
「
纂

　
認
」
考
」
（
同
『
日
本
古
代
史
研
究
』
大
八
洲
出
版
、
一
九
四
八
年
）
。
坂
本
氏
は

　
丸
山
氏
の
批
判
を
う
け
て
修
正
を
認
め
ら
れ
た
が
、
修
史
の
た
め
の
史
料
収
集
を

　
目
的
と
す
る
と
い
う
自
説
に
つ
い
て
は
堅
持
さ
れ
た
（
同
『
六
国
史
』
吉
川
弘
文

　
館
、
一
九
七
〇
年
）
。

⑳
多
少
類
似
し
た
見
通
し
は
森
浩
一
氏
が
提
示
さ
れ
て
い
る
（
同
「
古
墳
時
代
後

　
期
以
降
の
埋
葬
地
と
葬
地
」
『
古
代
学
研
究
』
五
七
、
一
九
七
〇
年
）
。
な
お
、
そ

　
の
営
墓
の
原
則
は
す
で
に
浄
御
仁
令
の
規
定
に
存
在
し
た
か
も
し
れ
な
い
（
采
女

　
氏
螢
域
碑
の
存
在
）
。

⑳
　
青
木
和
央
「
雇
役
制
の
成
立
」
（
『
史
学
雑
誌
』
六
七
－
三
・
四
、
　
一
九
五
八

　
年
）
。
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第
三
章
　
律
令
国
蒙
陵
墓
制
度
の
原
像
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律
令
制
以
前
に
は
陵
の
語
は
天
皇
の
み
な
ら
ず
皇
族
の
葬
地
に
対
し
て
も
用
い
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
一
般
氏
族
の
葬
地
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

は
ゆ
る
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
律
令
国
家
が
先
皇
陵
の
公
的
守
衛
を
第
一
國
的
と
し
て
「
帝
紀
」
の
山
陵
記
事
や
皇
族
葬
式
に
関
す
る
資
料
を

も
と
に
先
皇
陵
歴
名
を
作
成
し
た
こ
と
は
前
章
で
述
べ
た
が
、
そ
の
目
的
か
ら
は
ず
れ
た
先
皇
陵
以
外
の
多
く
の
皇
族
蕉
風
に
関
す
る
資
料
は
、

逆
に
無
残
に
も
切
り
捨
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
従
っ
て
今
日
そ
う
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
記
紀
に
み
え
て
式
の
歴
訪
に
は
掲

載
さ
れ
て
い
な
い
陵
墓
の
実
例
か
ら
う
か
が
い
知
る
し
か
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
古
く
は
た
い
へ
ん
尊
重
さ
れ
た
陵
墓
（
例
え
ば
箸
陵
や
日
前
夕

媛
陵
な
ど
）
が
こ
の
段
階
で
切
り
捨
て
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
陵
墓
観
の
革
命
的
な
変
化
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
考
え
に
く
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
、
律
令
国
家
の
陵
墓
調
度
が
歴
史
的
に
み
て
非
常
に
斬
新
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
背
景
に
は
被
尊
重
陵
墓
の
具
体
的
交

替
に
投
影
さ
れ
て
い
る
如
き
祖
先
観
の
大
き
な
変
化
が
存
在
し
た
こ
と
、
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
失
わ
れ
た
資
料
を
云
々
し
て
も
し
か
た
が
な

い
の
で
、
本
章
で
は
墓
逸
名
の
D
群
の
う
ち
三
立
岡
墓
以
前
の
部
分
（
D
－
1
群
と
呼
ぶ
。
）
に
吸
収
さ
れ
て
い
る
原
史
料
を
さ
ぐ
る
こ
と
か
ら
、

令
前
の
陵
墓
の
実
像
を
多
少
な
り
と
も
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
方
法
を
と
る
。

　
D
－
1
群
の
あ
た
り
の
分
析
も
古
く
和
田
軍
一
氏
が
手
が
け
て
い
ら
れ
る
が
、
結
局
後
阿
随
墓
以
前
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
「
此
の
部
分
に

於
け
る
式
の
所
載
順
に
は
一
定
の
方
式
の
存
し
な
い
で
あ
ら
う
と
推
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
自
ら
奇
怪
の
感
を
深
く
す
る
も
の
で
あ
る
」
と

　
　
②

さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
つ
つ
戦
後
古
代
史
の
成
果
を
視
野
に
入
れ
て
滋
藤
名
の
分
析
を
行
わ
れ
た
の
が
新
井
喜
久
夫
氏
で
、
そ
の
研
究
は
の
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

一
つ
の
定
説
的
扱
い
を
う
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
私
に
は
そ
の
分
析
方
法
に
い
く
ら
か
の
問
題
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
第
一
は
、
幾
の
『
弘
仁
式
』
該
当
部
分
の
決
定
根
拠
が
（
殊
に
墓
汚
名
に
お
い
て
は
）
多
少
あ
い
ま
い
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
私
は
先
に
異
な
る

範
囲
を
設
定
し
た
。
第
二
に
、
墓
歴
名
前
半
の
配
列
に
規
準
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
へ
の
和
田
氏
の
不
審
に
答
え
ず
、
配
列
の
考
察
を
最
初
か
ら

放
棄
し
て
統
計
的
分
析
を
採
用
さ
れ
た
。
し
か
し
私
は
以
下
に
詳
論
す
る
よ
う
に
全
く
の
不
規
則
だ
と
は
考
え
な
い
。
第
三
に
、
氏
が
統
計
に
用
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い
た
六
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
互
い
に
重
な
り
合
う
部
分
を
も
つ
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
か
ら
（
例
え
ば
石
姫
を
大
后
と
み
る
か
母
と
み
る
か
な
ど
。
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ど
こ
に
分
類
す
る
か
に
恣
意
性
が
入
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
統
計
的
方
法
に
付
き
も
の
の
例
外
に
対
す
る
説
明
が
不
十
分
で
あ
る
。
第
四
は
、

逆
名
の
成
立
時
期
を
欽
明
～
推
古
朝
こ
ろ
に
ま
で
引
き
上
げ
た
結
果
、
律
令
制
的
陵
墓
制
度
の
確
立
と
い
う
画
期
が
過
少
評
価
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
四
点
を
み
た
だ
け
で
も
、
新
井
説
に
十
分
な
説
得
力
を
認
め
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
こ
こ
で
あ
ら
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
再
検
討
を
試
み
よ
う
と
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

五■

吉茅大
�~伴
P皇皇
､子女
謨謨

道十

囓ﾚ
Y敷
c入
q彦
譁ｽ’　墓

畷押広石
ｺ坂請判
c彦墓皇
乱l　　女
鞫蛛@　墓

@兄
@皇
@子
@墓

瀬
命
墓

手
白
香
皇
女
墓

（ハ）

聖
徳
太
子
墓

鏡
女
王
墓

高
市
皇
子
墓

（二）

D－1群の区分

　
D
1
1
群
に
は
二
つ
の
大
き
な
特
微
が
あ
る
こ
と
を
は
じ
め
に
明
確
に
意
識
し

て
お
き
た
い
。
一
つ
は
、
配
列
規
準
が
明
瞭
で
な
く
一
見
す
る
と
全
く
の
不
規
則

だ
と
思
わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
姿
を
呈
し
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
も

う
一
方
の
陵
署
名
A
群
と
比
べ
れ
ば
ま
す
ま
す
明
瞭
で
あ
る
。
特
に
そ
の
持
統
陵

以
前
に
は
、
時
野
谷
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
歴
代
天
皇
陵
の
み
を
掲
げ
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
⑤

う
「
著
し
い
厳
密
性
」
が
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
両
歴
名
の
成
立
時
期

の
ず
れ
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
後
述
す
る
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
二
つ
目
と
し
て

D
1
1
群
の
配
列
も
完
全
な
不
規
則
で
は
な
い
。
か
ろ
う
じ
て
聯
名
編
纂
に
あ
た

っ
て
参
看
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
原
史
料
の
残
像
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
う

の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
こ
の
第
二
の
点
を
具
体
的
に
詳
論
し
よ
う
。
私
は
そ
の
中
に
四
つ
の
グ

ル
ー
プ
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
上
図
の
④
～
㊥
で
あ
る
。
分
類

の
過
程
は
次
の
通
り
。
ま
ず
後
述
す
る
よ
う
な
共
通
の
陰
微
を
も
つ
④
の
四
墓
を

取
り
除
い
て
み
る
。
す
る
と
た
ち
ま
ち
こ
れ
ま
で
漠
然
と
し
て
い
た
D
1
1
群
の
19　（499）



中
に
も
規
則
性
が
見
え
て
く
る
。
春
日
山
田
皇
女
と
手
薫
香
皇
女
の
工
墓
の
順
序
は
年
代
的
に
逆
転
し
て
い
て
そ
の
間
に
区
分
が
確
認
で
き
る

の
で
、
こ
こ
で
切
っ
て
前
二
墓
を
㈲
と
し
て
除
く
。
一
方
後
ろ
の
手
白
香
皇
女
か
ら
吉
備
三
王
ま
で
に
、
あ
る
…
定
の
規
準
（
後
述
）
を
み
た
す

人
物
群
の
墓
㊨
が
現
わ
れ
る
。
残
り
を
㊥
と
す
る
。

　
ω
の
四
墓
、
こ
れ
ら
が
D
1
1
群
の
配
列
を
わ
か
ら
な
く
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
記
紀
の
伝
承
を
ふ
ま
え
る
と
、
そ
の
被
葬
者
四
人
に
は
次

の
四
つ
の
共
通
の
性
格
が
指
摘
で
き
る
。
①
皇
族
で
あ
る
こ
と
、
②
継
体
以
前
の
皇
統
に
属
し
て
い
る
こ
と
、
③
即
位
の
天
皇
の
兄
弟
で
あ
る

ヒ
と
、
④
軍
人
的
ま
た
は
皇
位
の
守
護
者
的
存
在
で
あ
る
こ
と
、
で
あ
る
。
特
に
②
は
、
㊥
の
飯
豊
皇
女
と
D
1
2
群
の
磐
之
媛
（
両
者
と
も
積

極
的
な
掲
載
理
由
が
あ
る
こ
と
は
後
述
す
る
。
）
を
除
け
ば
墓
歴
禁
中
こ
の
四
墓
に
固
有
の
特
徴
で
あ
っ
て
、
血
縁
な
ど
の
現
実
的
関
心
か
ら
で
は
な

く
、
む
し
ろ
伝
説
的
・
守
護
者
的
信
仰
に
も
と
づ
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

　
こ
の
四
皇
子
墓
の
存
在
は
史
料
の
上
で
ど
の
よ
う
に
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
『
令
集
解
』
職
員
令
諸
陵
司
に
引
く
古
記
所
引
の
別
記
に
は
、

　
　
古
記
云
。
別
記
云
。
常
陵
守
及
墓
守
。
井
八
十
四
戸
。
倭
国
冊
七
戸
。
川
内
国
管
七
戸
。
津
国
五
戸
。
山
代
国
五
戸
。
冤
ご
調
僑
一
也
。
公
計
帳
文
莫
レ
納
。

　
　
国
風
二
計
帳
一
也
。
借
陵
守
及
墓
守
。
井
百
五
十
戸
。
京
二
十
五
戸
。
倭
国
五
十
八
戸
。
川
内
国
五
十
七
戸
。
山
代
国
三
戸
。
伊
勢
国
三
戸
。
紀
伊
国
三
戸
。

　
　
右
件
戸
納
二
公
計
帳
文
一
而
記
二
借
陵
守
一
也
。

と
あ
る
。
別
記
の
成
立
下
限
は
先
述
の
よ
う
に
霊
亀
二
年
（
七
一
六
）
四
月
甲
子
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
前
掲
の
持
統
五
年
（
六
九
一
）
冬
十
月
詔
の

守
衛
戸
数
規
定
お
よ
び
『
延
喜
式
』
歴
名
記
載
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
「
津
国
漁
舟
」
は
継
体
陵
、
「
山
代
国
五
戸
」
は
天
智
陵
、
「
山
代
国
三

戸
」
は
善
道
稚
郎
子
墓
、
「
伊
勢
国
三
戸
」
は
日
本
武
尊
堂
、
「
紀
伊
国
三
戸
」
は
彦
香
盒
命
墓
、
と
い
っ
た
推
定
が
で
き
る
こ
と
は
青
木
和
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

氏
の
い
わ
れ
る
通
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
四
皇
子
墓
の
う
ち
三
つ
ま
で
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。
残
る
五
十
慶
敷
入
心
墨
も
「
川
内
周
五
十
七
戸
」

の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
（
和
泉
露
は
当
時
ま
だ
川
内
麟
の
一
部
門
あ
っ
た
。
）
ま
た
『
黒
日
本
紀
』
大
宝
二
年
（
七
〇
二
）
八
月
癸
卯

条
に
は
、

　
　
癸
卯
。
震
二
倭
建
命
墓
鴨
遣
レ
使
祭
之
。

20　（s60）
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と
あ
る
。
大
宝
二
年
（
七
〇
二
）
以
降
霊
亀
二
年
（
七
一
六
）
以
前
の
十
四
年
間
に
他
の
三
墓
が
加
え
ら
れ
た
と
い
う
事
情
は
と
く
に
は
考
え
難
い

の
で
、
四
皇
子
墓
の
存
在
は
こ
こ
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
せ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
こ
の
四
墓
の
所
在
地
i
①
伊
勢
園
鈴
鹿
郡
、
②
紀
伊
国
名
草
郡
、
③
和
泉
国
（
川
内
国
）
日
根
郡
、
④
山
城
国
宇
治
郡
、
　
　
に
注
目

す
る
と
二
つ
の
興
味
深
い
特
徴
が
見
出
さ
れ
る
。
第
一
は
、
大
和
国
に
接
し
て
周
り
を
囲
む
四
方
の
国
に
一
つ
ず
つ
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
し
か
も
大
和
か
ら
四
方
へ
ゆ
く
道
の
上
の
交
通
の
要
衝
、
軍
事
的
に
も
重
要
な
地
点
に
位
置
し
て
い
る
。
第
二
は
、
四
悪
が
歴
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
中
で
「
東
南
西
北
」
の
順
序
で
記
載
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

、
し

t

￥s

有

　　

�
c
D

　　

@　

減
城

勢黛　
　
　
§

…
欝
　
・
　
驚

A能哀野墓

B竈山雲
C二度墓
D宇治墓

、、　　 翠ゼ　，鱒、ノ、

F－

L
）x・f一

内i養

煉

紀

§B

四皇子墓の位鷹に関する地図

C

一

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
古
代
の
四
至
記
載

の
基
本
的
な
方
式
で
、
令
前
い
ら
い
存
在
す
る

も
の
で
あ
る
。
（
上
図
参
照
。
）

　
こ
れ
と
類
似
し
た
特
徴
を
有
す
る
事
例
が
実

は
い
く
つ
か
確
認
で
き
る
。
一
つ
は
大
化
改
新

詔
の
畿
内
の
範
囲
を
確
定
し
た
記
事
で
あ
る
。

大
和
国
か
ら
の
道
を
念
頭
に
お
い
た
四
地
点
で

畿
内
を
定
め
、
大
和
か
ら
み
て
東
南
西
北
の
順

　
　
　
　
　
⑦

で
記
し
て
い
る
。
二
つ
め
は
「
出
雲
弓
造
神
賀

詞
」
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
既
に
先
学
の
指
摘

　
　
　
　
　
　
⑧

し
て
い
る
よ
う
に
、
都
（
藤
原
京
か
飛
鳥
）
を
中

心
と
し
て
四
方
に
守
神
を
配
置
す
る
こ
と
が
み

え
る
。
こ
れ
も
規
模
は
小
さ
い
け
れ
ど
も
、
宮
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の
あ
る
地
を
四
方
で
囲
み
守
る
と
い
う
点
で
共
通
す
る
し
、
そ
の
守
神
を
お
く
順
序
は
や
は
り
東
南
西
北
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
四
皇
子
墓
が
大
和
国
を
囲
む
四
方
の
国
に
存
在
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
事
例
と
共
通
の
時
代
精
神
・
世
界
観

を
背
景
に
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
仏
教
的
な
四
天
王
護
国
の
思
想
や
壬
申
の
乱
で
の
現
実
の
戦
闘
経
験
に
媒
介
さ
れ
て
、
天
武
鑑
こ
ろ

に
四
皇
子
墓
が
明
確
に
意
識
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
の
基
層
に
は
、
在
来
の
「
倭
と
四
方
国
」
と
い
っ
た
地
理
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

や
、
『
記
紀
』
の
諸
伝
説
に
み
ら
れ
る
複
数
皇
太
子
（
兄
弟
）
に
よ
る
統
治
機
能
の
分
有
と
い
っ
た
権
力
観
が
存
在
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

た
だ
し
そ
れ
は
、
遠
い
過
去
の
物
語
上
の
有
功
守
護
者
に
よ
せ
ら
れ
た
信
仰
、
畿
内
綱
の
原
初
形
態
の
投
影
以
上
の
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

　
ω
の
部
分
に
つ
い
て
の
私
見
は
以
上
で
あ
る
が
、
で
は
な
ぜ
こ
の
悪
落
が
汚
名
の
中
で
連
続
し
て
一
括
掲
載
さ
れ
ず
に
処
々
に
挿
入
さ
れ
て

い
る
の
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

　
⑭
の
二
人
は
即
位
す
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
た
女
性
た
ち
で
あ
る
。
『
書
紀
』
に
よ
る
と
、
飯
豊
皇
女
は
清
寧
崩
御
の
の
ち
億
計
・
弘
計
の
二

王
が
皇
位
を
譲
り
あ
っ
て
空
位
が
続
い
た
の
で
、
忍
海
角
刺
宮
で
臨
朝
講
醸
し
官
海
飯
豊
青
尊
と
称
し
た
と
い
う
。
ま
た
一
方
の
春
日
山
田
皇

女
は
仁
賢
天
皇
の
皇
女
、
安
閑
天
皇
の
皇
后
で
、
宜
化
読
後
に
皇
子
の
欽
明
が
自
分
は
幼
年
浅
識
で
政
事
に
閑
な
し
と
辞
し
た
た
め
、
即
位
す

る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
。
そ
の
上
地
に
つ
い
て
『
書
紀
』
は
安
閑
天
皇
や
神
前
皇
女
と
共
に
合
葬
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
る
が
、
『
延
喜
式
陥
で

は
益
々
に
立
項
さ
れ
て
い
る
。
な
お
こ
の
二
人
以
外
に
も
即
位
臨
朝
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
女
性
に
天
智
天
皇
の
皇
后
、
倭
姪
が
い
る
の
に

掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
、
原
史
料
の
成
立
が
そ
の
没
年
以
前
で
あ
っ
た
か
ら
か
、
ま
た
は
そ
の
墓
の
所
在
地
が
不
明
で
あ
っ
た
か
ら
か
の
い

ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。

　
㊨
の
部
分
を
説
明
す
る
に
は
式
文
に
一
字
の
訂
正
を
加
え
ざ
る
を
え
な
い
。
押
坂
内
墓
の
被
葬
者
注
記
「
大
伴
皇
女
」
を
「
大
乱
皇
女
」
に

改
め
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
の
ち
に
説
明
す
る
と
し
て
、
そ
の
結
果
の
の
八
人
は
一
つ
の
意
味
を
共
有
す
る
よ
う
に
な
る
（
系
図
参
照
）
。

　
　
　
　
　
　
　
⑩

つ
ま
り
中
大
兄
皇
子
の
父
母
た
る
古
習
天
皇
と
皇
極
天
皇
と
の
婚
姻
関
係
に
つ
な
が
る
皇
統
を
継
体
天
皇
い
ら
い
た
ど
っ
た
系
図
の
う
ち
、
天

皇
を
除
い
た
人
物
の
す
べ
て
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
墓
の
記
載
順
序
は
、
そ
の
系
図
か
ら
み
て
最
も
合
理
的
な
順
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
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れ
ら
の
墓
は
、
結
局
記
紀
の
原
史
料
と
は
異
な
る
、
野
明
・
皇
極
量
天
皇
の
間
に
生
ま
れ
た
中
大
兄
皇
子
の
血
統
を
正
当
化
す
る
と
い
う
政
治

的
意
図
を
も
っ
た
系
譜
的
資
料
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
解
釈
に
よ
れ
ば
、
春
日
山
田
皇
女
と
手
白
香
皇

女
の
墓
の
順
序
が
年
代
的
に
逆
転
し
て
い
る
こ
と
も
説
明
で
き
る
。
両
者
は
別
の
規
準
で
掲
載
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
記
紀
に
は
手

白
帯
皇
女
墓
が
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
の
に
式
に
は
存
在
し
、
橘
仲
姫
墓
が
『
書
紀
』
に
見
え
る
の
に
式
に
は
存
在
し
な
い
な
ど
の
事
情
も
納
得

の
ゆ
く
も
の
と
な
る
。

　
た
だ
し
こ
の
仮
説
を
取
る
に
は
「
伴
」
の
字
を
「
俣
」
に
改
め
る
と
い
う
危
険
な
道
を
通
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
『
延
喜
式
』
に
は
、

　
　
押
坂
内
墓
轍
癬
髄
激
が
購
泌
難
綱
磁
儀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

と
記
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
諸
本
に
異
同
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
私
が
そ
う
改
め
る
の
は
次
の
四
つ
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。

ω
両
文
字
の
字
体
の
類
似
や
古
代
に
お
け
る
両
説
の
使
用
頻
度
の
差
を
考
慮
す
れ
ぱ
、
転
写
の
過
程
で
「
俣
」
の
く
ず
し
が
「
伴
」
に
転
化
す

る
こ
と
は
十
分
に
あ
り
う
る
。
ω
こ
の
墓
の
掲
載
理
由
を
和
田
幾
は
不
明
と
し
、
新
井
氏
は
石
前
王
女
の
墓
と
あ
わ
せ
て
蘇
我
氏
の
力
で
載
せ

ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
私
は
石
前
王
女
を
別
の
群
に
属
す
る
も
の
と
考
え
た
。
加
え
て
い
う
な
ら
私
の
い
う
D
－
1
群
で
は
「
○
○
皇
女
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
あ
り
、
一
方
H
群
で
は
「
○
○
王
女
」
と
な
っ
て
い
て
書
式
が
一
致
し
な
い
こ
と
は
新
井
氏
の
説
明
に
対
し
て
否
定
的
要
因
と
な
る
。
そ
こ

で
励
群
に
属
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
大
伴
皇
女
と
い
う
人
物
は
文
字
通
り
解
す
る
限
り
歴
名
中
で
浮
き
上
が
っ
た
存
在
に
な
っ
て
し
ま
う
。
㈲

ま
た
「
伴
」
の
ま
ま
で
正
し
い
と
す
れ
ば
、
先
に
述
べ
た
系
譜
的
性
格
を
も
っ
た
諸
墓
の
必
要
十
分
性
が
く
ず
れ
て
し
ま
っ
て
、
他
の
七
墓
の

説
明
ま
で
つ
か
な
く
な
る
。
㈲
さ
ら
に
、
こ
の
墓
は
詳
言
陵
域
内
に
あ
る
と
注
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
忍
野
で
い
う
釘
明
天
皇
の
押
坂
内

陵
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
田
村
皇
女
の
押
坂
墓
も
存
在
す
る
。
言
明
の
父
た
る
押
坂
彦
人
大
兄
じ
し
ん
は
大
和
国
広
瀬
郡
の
成
相
墓
に

葬
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
彼
が
独
自
の
墓
域
（
正
確
に
は
特
認
）
を
立
て
う
る
地
位
に
あ
っ
た
か
ら
で
、
そ
の
妃
（
后
）
た
る
圏
村
皇
女
と
そ
の
所
生

子
の
欝
明
天
皇
の
母
子
は
同
じ
黒
髪
の
地
に
葬
ら
れ
る
。
私
は
、
「
伴
」
字
を
正
し
い
と
み
て
欽
明
天
皇
の
皇
女
と
い
っ
た
世
代
の
人
物
が
押

坂
の
地
に
葬
ら
れ
て
い
た
な
ど
と
考
え
る
よ
り
は
、
異
母
で
は
あ
る
が
「
子
」
の
婿
明
天
皇
陵
内
に
大
俣
皇
女
が
葬
ら
れ
た
と
考
え
る
ほ
う
が
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①手
白
香
皇
｝
女

②
石
姫

③
広
姫

⑤
田
村
皇
女

④
押
坂
幾
人

　
大
兄
皇
子

斜
明

敏
達

欽
明

⑥
大
竃
皇
女
測
地
垂

一

継
体

皇
極

⑧
吉
備
姫
王

ず
っ
と
自
然
だ
と
思
う
が
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ

う
か
。
「
子
」
と
い
う
概
念
は
古
代
で
は
今
日
よ

り
か
な
り
広
い
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

指
摘
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
の
四
点
か
ら
「
大
俣
」
と
改
め
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
原
史
料
の
成
立
時

期
は
中
大
兄
皇
子
の
執
政
期
で
あ
ろ
う
。
先
の
系

譜
上
の
す
べ
て
の
人
物
名
と
葬
地
そ
の
他
の
注
記

か
ら
な
る
帝
紀
的
も
し
く
は
系
譜
的
な
資
料
の
存
在
が
想
定
さ
れ
る
。
系
譜
と
は
元
来
政
治
的
意
図
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
資
料
は
中
大
兄
の
皇
統
を
正
当
化
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
と
私
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
が
墓
書
名
に
加
え
ら
れ
る
の
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ず
っ
と
後
の
こ
と
で
、
古
い
資
料
を
明
確
な
意
識
を
も
た
ず
に
転
載
し
た
結
果
、
「
俣
」
を
「
伴
」
と
書
き
誤
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
思
う
。

そ
う
考
え
る
理
由
は
次
の
三
点
で
あ
る
。
①
「
皇
女
」
と
い
っ
た
用
語
が
欄
度
的
に
用
い
ら
れ
る
の
は
令
制
以
降
で
あ
る
こ
と
。
②
先
述
の
よ

う
に
令
制
下
で
は
墓
歴
名
は
存
在
し
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
。
③
敏
達
天
皇
の
皇
后
広
姫
の
息
長
墓
は
近
江
国
坂
田
郡
に
あ
り
守
芦
三

鷹
が
お
か
れ
て
い
る
と
い
う
が
、
前
掲
の
別
記
に
は
近
江
国
は
立
項
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。
即
ち
0
9
の
諸
墓
を
一
連
の
も
の
と
み
な
す
な
ら
ば
、

こ
れ
ら
が
諸
陵
寮
（
司
）
の
管
理
に
入
る
の
は
少
な
く
と
も
別
記
の
成
立
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
の
⇔
の
三
脚
は
、
結
論
か
ら
い
う
と
前
章
で
み
た
「
有
功
王
墓
」
に
あ
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
有
功
王
と
は
実
質
的
に
は
、
皇
太
子
執

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

政
の
流
れ
を
引
き
、
の
ち
に
は
皇
族
太
政
大
臣
と
称
す
べ
き
地
位
に
つ
い
た
人
物
を
指
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
大
友
皇
子
は

壬
申
の
乱
で
戦
死
し
て
廃
さ
れ
た
し
、
高
市
皇
子
よ
り
の
ち
は
敢
て
さ
け
て
知
太
政
官
事
を
任
命
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
、
こ
の
地
位
に
つ

い
た
代
表
的
人
物
と
い
え
ば
聖
徳
太
子
と
高
市
皇
子
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
鏡
女
王
は
藤
原
鎌
足
の
室
だ
か
ら
特
別
扱
い
を
う
け
て
い
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⑮

る
と
す
る
の
は
馬
丁
で
は
あ
る
が
、
私
は
不
官
等
の
母
の
墓
で
あ
る
か
ら
だ
と
考
え
る
可
能
性
も
捨
て
さ
れ
ず
に
い
る
。
不
比
等
が
生
前
太
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

大
臣
就
任
を
す
す
め
ら
れ
、
死
後
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
に
「
太
政
大
臣
正
一
位
」
を
贈
ら
れ
、
そ
の
墓
が
天
平
二
年
（
七
三
〇
）
・
天
平
勝
宝
七

歳
（
七
五
五
）
と
た
び
た
び
血
荒
扱
い
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
贈
太
政
大
臣
の
母
と
し
て
の
扱
い
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
も
不
自
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ

で
は
な
い
と
思
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
公
的
守
衛
を
ゆ
る
し
た
有
功
王
墓
の
列
に
は
、
鎌
足
・
不
比
等
の
よ
う
な
人

物
の
墓
で
す
ら
い
ま
だ
直
接
に
編
入
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
室
に
せ
よ
母
に
せ
よ
そ
の
墓
を
特
別
扱
い
す

　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
　
サ
　
　
　
ワ
　
　
　
コ

る
と
い
う
形
で
揚
接
的
に
尊
敬
の
意
を
示
す
し
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
有
功
王
墓
が
、
も
と
は
陵
と
称
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
皇
族
の

有
功
者
を
対
象
と
す
る
と
い
っ
た
伝
統
を
も
つ
制
度
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
私
は
D
－
1
群
の
分
析
か
ら
令
欄
以
前
の
陵
墓
に
関
す
る
多
少
の
具
体
的
情
報
を
引
き
出
し
て
み
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
い
く
つ
か

の
原
史
料
が
存
在
す
る
か
ら
と
い
っ
て
0
9
の
と
こ
ろ
で
も
ふ
れ
た
が
墓
職
名
が
既
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
編

纂
さ
れ
平
安
時
代
の
新
し
い
陵
墓
制
度
が
確
立
す
る
に
は
次
の
八
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
初
め
の
画
期
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

律令国家陵墓側度の基礎的研究（北）

①
　
　
『
日
本
書
紀
』
皇
極
天
皇
元
年
塾
頭
条
な
ど
。
新
井
前
掲
論
文
参
照
。

②
和
田
前
掲
第
一
論
文
㈲
第
二
章
。

③
　
新
井
前
掲
論
文
。

④
　
例
え
ば
、
宣
化
の
皇
后
橘
伸
姫
の
墓
が
『
日
本
轡
紀
』
に
見
え
る
の
に
式
に
は

　
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
継
体
以
前
の
人
物
の
墓
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
こ
と
、

　
ま
た
蘇
我
氏
執
政
期
に
二
皇
女
が
歴
名
に
収
め
ら
れ
た
と
い
う
な
ら
、
こ
の
二
人

　
以
外
に
も
常
夜
に
加
え
ら
れ
て
も
よ
い
蘇
我
系
の
女
性
が
い
る
の
に
な
ぜ
二
人
に

　
限
ら
れ
て
い
る
の
か
、
な
ど
の
点
へ
の
理
由
付
け
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

⑤
　
賭
野
谷
前
掲
第
一
論
文
。

⑥
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』
下
、
補
注
3
0
一
＝
二
。

⑦
八
木
充
『
律
令
国
家
成
立
過
程
の
研
究
』
塙
書
房
、
一
九
六
八
年
第
二
編
簾

　
三
章
　
な
ど
参
照
。

⑧
　
武
歯
髄
吉
「
解
説
」
（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
事
記
　
祝
詞
』
岩
波
書
店
、
一

　
九
五
八
年
）
。
西
宮
一
罵
「
出
雲
濃
墨
神
賀
詞
に
み
え
る
「
飛
鳥
乃
神
奈
備
」
に
つ

　
い
て
」
（
『
皇
学
館
大
学
紀
要
』
一
九
、
一
九
八
一
年
）
。

⑨
　
本
居
宣
長
『
古
事
記
伝
』
二
十
六
之
巻
。
石
井
良
助
「
東
国
と
西
国
一
上
代

　
お
よ
び
上
世
に
お
け
る
一
」
（
『
法
制
史
研
究
』
一
、
一
九
五
二
年
）
。
吉
村
武

　
彦
「
仕
奉
と
貢
納
」
（
『
日
本
の
社
会
史
』
第
四
巻
、
一
九
八
六
年
）
。
笠
井
昌
昭

　
「
古
代
王
権
に
お
け
る
三
太
子
問
題
に
つ
い
て
」
（
『
文
化
史
学
』
四
八
、
一
九
九

　
二
年
）
。

⑩
天
武
へ
の
系
図
と
も
見
れ
る
が
、
ω
系
図
が
政
治
的
主
張
を
も
つ
も
の
と
す
れ

　
ば
、
天
武
並
以
降
の
時
期
に
わ
ざ
わ
ざ
天
白
系
皇
統
を
強
調
す
る
必
要
性
は
考
え

　
ら
れ
な
い
し
、
②
天
武
鯛
以
降
に
な
れ
ば
『
書
紀
』
の
「
系
園
一
巻
」
ま
た
は
そ
の

　
稿
本
が
存
在
し
た
の
で
そ
れ
と
は
別
系
統
の
資
料
を
作
る
臼
的
が
わ
か
ら
な
い
。
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㈲
事
実
、
そ
の
史
料
の
内
容
は
記
紀
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
以
上
か
ら
私

　
は
中
大
兄
皇
子
の
系
譜
的
資
料
だ
と
判
断
し
て
い
る
。

⑪
　
九
条
家
本
で
も
既
に
「
伴
」
と
な
っ
て
い
る
。

⑫
義
江
明
子
「
古
系
譜
の
「
児
」
（
子
）
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
日
本
歴
史
』
四
八
四
、

　
一
九
八
八
年
）
。

⑬
記
紀
で
大
俣
王
女
に
つ
い
て
見
え
る
の
は
、
『
古
慕
記
』
下
巻
敏
達
天
皇
段
の

　
日
子
人
太
子
系
譜
の
中
で
の
わ
ず
か
一
ケ
所
に
す
ぎ
な
い
。

⑭
　
井
上
光
貞
「
古
代
の
皇
太
子
」
（
同
『
日
本
古
代
国
家
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一

　
九
六
置
年
）
。

⑯
　
瓜
義
の
母
、
即
ち
父
の
嫡
妻
。
『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
れ
ば
、
不
比
等
の
生
簿
は

　
「
車
持
国
子
窟
之
女
与
志
古
娘
」
と
す
る
が
所
依
は
不
閣
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
章
　
律
令
国
家
陵
墓
制
度
の
変
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
御
　
墓
　
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

八
世
紀
後
半
に
な
る
と
一
時
的
に
「
御
溝
」
の
極
度
と
い
う
べ
き
も
の
が
現
出
す
る
。
律
令
国
家
の
陵
墓
制
度
が
九
世
紀
以
降
の
平
安
時
代

の
陵
墓
制
度
へ
と
転
換
す
る
際
に
重
要
な
役
割
を
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
関
係
史
料
を
掲
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
六
〇
）
　
　
　
　
　
　
一
二

　
　
圃
（
天
平
宝
字
四
年
十
二
月
）
戊
辰
。
（
中
略
）
又
　
劫
ゆ
太
皇
大
后
。
皇
太
后
御
寮
。
自
今
以
後
。
並
称
二
由
陵
鳩
合
忌
臼
者
亦
入
二
国
忌
例
喝
設
レ
斎
如

　
　
　
レ
式
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
続
日
本
紀
』
）

　
　
　
　
　
　
（
七
七
一
）
　
②
　
十
五

　
　
圖
（
宝
亀
二
年
十
二
月
）
丁
夘
。
　
勅
。
先
批
紀
氏
未
レ
追
二
尊
號
叩
自
今
以
後
。
宜
レ
奉
レ
称
二
皇
太
后
吻
御
墓
者
称
二
山
陵
噸
其
忌
臼
者
倉
入
二
国
忌
例
閃
設

　
　
　
・
斎
忌
レ
式
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
続
日
本
紀
』
）

　
　
回
勅
。
先
帝
丙
辰
年
八
月
九
日
崩
。
繊
晦
鶴
煮
鍮
懇
薙
之
襲
二
焔
纏
瞭
灘
脚
雛
眈
鰍
槌
嚇
，
御
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
　
皇
太
后
己
酉
年
九
月
十
四
日
崩
。
珈
韓

　
　
　
　
右
件
御
墓
自
今
以
後
。
称
二
肉
陵
鴨

　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
七
一
　
）

　
　
　
　
　
宝
亀
三
年
五
月
八
臼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
類
聚
三
代
格
』
）

　
園
鋤
。
先
蜘
紀
氏
未
レ
称
二
尊
號
鴨
自
今
以
後
。
宜
レ
奉
レ
称
二
皇
太
后
噸
御
墓
者
称
二
山
陵
噸
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（
七
七
二
）

　
　
　
　
宝
亀
三
年
九
月
十
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
類
聚
三
代
格
』
）

　
　
　
　
　
　
（
七
七
七
）
　
　
　
廿
八

　
　
圏
（
宝
亀
八
年
十
二
月
）
乙
巳
。
改
調
葬
井
上
内
親
王
噸
其
墳
称
二
御
弾
噸
三
二
愚
蒙
｝
姻
喝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
続
日
本
紀
』
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
廿
三

　
　
固
（
宝
亀
九
年
三
月
）
己
巳
。
　
勅
。
淡
路
親
玉
墓
宜
下
称
二
山
陵
鴨
其
先
鞍
置
麻
睡
用
意
中
御
幕
加
宛
二
藍
近
百
姓
　
戸
一
守
之
。
　
　
　
（
『
続
日
本
紀
』
）

　
　
　
　
　
　
　
（
八
○
○
）
　
　
昔
三

　
　
囮
（
延
暦
十
九
年
七
月
）
己
来
。
　
詔
日
。
朕
有
レ
所
レ
思
。
宜
瀬
音
皇
太
子
早
良
親
王
追
コ
称
緊
急
天
皇
叩
故
廃
皇
后
井
上
内
親
王
追
復
称
二
皇
后
鴨
其
墓
並

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昔
六

　
　
　
称
巾
山
陵
加
（
中
略
）
壬
戌
。
分
野
淡
路
国
津
名
郡
戸
二
燗
喝
臨
書
レ
守
二
崇
雪
天
皇
陵
鴫
大
和
国
宇
智
郡
戸
一
盛
奉
レ
守
二
殿
宇
合
鴨
（
後
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
類
聚
国
史
』
）

史
料
圖
圖
を
み
る
と
、
少
な
く
と
も
宝
亀
年
中
こ
ろ
に
は
葬
地
の
序
列
と
し
て
、

　
　
山
陵
一
i
御
墓
－
墓
－
墳

と
い
う
四
段
階
が
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
即
ち
、
御
墓
と
は
巣
に
墓
を
丁
寧
に
呼
ん
だ
だ
け
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
制
度
で

あ
る
。
史
料
團
團
か
ら
、
御
墓
と
称
さ
れ
る
と
そ
れ
に
応
じ
て
公
的
に
守
衛
戸
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
の
点
で
は
か
っ
て
の
「
有

功
王
墓
」
の
制
と
類
似
し
て
い
る
。

　
御
墓
と
呼
ば
れ
た
も
の
で
史
料
の
上
で
最
初
に
確
認
で
き
る
の
は
、
國
に
み
え
る
太
皇
太
后
と
皇
太
后
、
具
体
的
に
は
藤
原
宮
子
と
光
明
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
葬
地
で
あ
る
。
天
平
宝
字
四
年
（
七
六
〇
）
十
二
月
戊
辰
以
前
の
一
定
期
間
に
両
低
地
は
御
墓
と
称
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も

三
后
の
官
地
に
関
し
て
は
既
に
前
掲
の
古
記
の
段
階
で
、
即
位
天
皇
以
外
の
一
般
の
葬
地
と
同
様
に
単
に
「
墓
」
と
称
す
べ
き
で
は
あ
る
が
太

子
の
葬
地
と
共
に
公
的
守
衛
の
対
象
に
は
な
る
と
い
っ
た
見
解
が
存
在
し
て
い
た
。
皇
后
と
い
え
ば
、
中
国
古
代
の
観
念
で
は
天
子
と
同
体
と

さ
れ
尊
卑
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
。
漢
謡
い
ら
い
皇
后
と
な
れ
ば
異
姓
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
同
体
で
あ
る
天
子
の
宗
廟
を
ま
つ
る
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

割
を
に
な
う
権
利
を
獲
得
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
天
子
崩
後
に
は
太
后
臨
朝
と
い
う
事
態
も
生
じ
得
た
。
ま
た
貝
本
で
も
先
皇
の
嫡
妻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

は
前
後
女
帝
と
し
て
即
位
し
う
る
と
い
う
観
念
が
伝
統
的
に
存
在
し
た
。
従
っ
て
、
そ
う
い
っ
た
「
皇
后
」
（
広
く
は
三
后
）
の
葬
式
を
即
位
天

皇
の
そ
れ
と
は
区
別
し
つ
つ
も
特
別
扱
い
す
る
の
は
自
然
な
こ
と
な
の
だ
が
、
天
平
十
年
の
古
記
の
段
階
で
は
光
明
皇
后
は
存
命
中
で
い
ま
だ
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律
令
三
后
で
没
し
た
人
物
は
い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
八
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
そ
う
し
た
見
解
を
ふ
ま
え
つ
つ
も
さ
ら
に
そ
の
葬
地
を
「
御

墓
」
と
い
う
新
し
い
概
念
で
把
握
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
御
髪
の
実
例
を
み
る
と
、
天
平
宝
字
四
年
以
前
に
は
太
皇
太
后
と
皇
太
盾
の
霊
地
が
御
墓
と
さ
れ
て
お
り
（
国
）
、
そ
れ
以
降
は
こ
れ
ら
が
陵

に
格
上
げ
さ
れ
た
た
め
皇
考
と
皇
批
（
圖
團
）
・
廃
皇
后
（
團
）
・
廃
帝
の
批
（
圖
）
と
い
っ
た
后
位
や
天
皇
号
を
い
ま
だ
追
贈
さ
れ
て
い
な
い
者
な

ど
、
三
后
や
天
皇
よ
り
わ
ず
か
一
ラ
ン
ク
お
ち
る
人
物
の
葬
地
を
い
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
御
壁
制
の
成
立
と
ま
さ
に
期
を
一
に
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

て
八
世
紀
後
半
以
降
「
子
以
レ
祖
爲
レ
尊
。
祖
以
レ
馬
溜
貴
。
」
と
い
っ
た
祖
先
顕
彰
の
理
念
が
た
び
た
び
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
注
目

さ
れ
る
。
御
書
制
は
こ
の
よ
う
に
、
三
聖
に
対
す
る
尊
敬
を
基
礎
と
し
て
、
そ
れ
に
仲
麻
呂
政
権
下
で
強
調
さ
れ
て
く
る
父
母
を
等
し
く
尊
重

す
る
「
孝
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
付
加
さ
れ
て
生
ま
れ
た
制
度
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
父
母
や
身
近
な
祖
先
一
i
特
に
母
系
の
祖
－
に
対
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

「
顕
彰
」
の
意
識
を
基
礎
に
も
つ
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
制
度
の
形
跡
は
墓
歴
名
の
上
に
残
存
し
て
い
る
。
D
1
2
群
の
は
じ
め
の
二
墓
が
そ
れ
で
あ
る
。
御
墓
の
列
に
加
え
ら
れ
た
経
歴
の
あ

る
墓
と
し
て
は
宮
子
・
光
明
子
・
紀
焦
熱
・
井
上
内
親
王
・
当
麻
山
背
の
五
墓
が
史
料
の
上
か
ら
確
認
で
き
る
。
ま
た
磐
古
墨
の
墓
は
光
明
立

后
に
応
じ
既
に
伏
線
的
に
特
捌
扱
い
を
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
が
御
墓
の
三
聖
と
考
え
ら
れ
、
計
六
墓
が
存
在
し
た

と
推
定
さ
れ
る
。
宮
子
か
ら
井
上
内
親
王
ま
で
の
四
墓
は
順
次
に
陵
の
列
に
移
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
、
そ
の
結
果
磐
蘭
書
と
当
麻
山
背
の
二
つ

の
御
墓
の
み
が
御
墓
捌
の
残
存
と
し
て
歴
名
中
に
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

　
翌
翌
制
は
歴
史
上
ほ
ん
の
一
時
期
に
現
わ
れ
た
わ
く
ぐ
み
に
す
ぎ
な
い
。
先
の
史
料
團
を
最
後
と
し
て
囮
で
は
も
は
や
見
ら
れ
な
く
な
っ
て

い
る
。
三
后
の
葬
地
を
陵
と
す
る
こ
と
が
定
着
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
九
世
紀
初
頭
こ
ろ
旧
来
の
墓
概
念
が
大
き
く
変
化
し
御
墓
の
概
念
が
そ

こ
に
止
揚
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
御
墓
制
こ
そ
こ
の
新
し
い
概
念
を
導
撮
す
る
と
い
う
歴
史
的
に
重
要
な
役
割
を
は
た
し
た
も
の
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
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（二）

外
組
父
母
墓
制
と
墓
歴
名
の
編
纂

　
九
世
紀
に
な
る
と
、
天
皇
即
位
に
応
じ
て
そ
の
外
祖
父
母
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
贈
太
政
大
臣
正
一
位
・
広
広
一
位
を
お
く
り
、
仁
恕
を
自
動

的
に
墓
歴
名
に
加
え
公
的
守
衛
を
行
う
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
確
立
す
る
。
こ
れ
を
「
外
祖
父
本
意
制
」
と
呼
ぶ
。
墓
郎
等
を
見
る
と
、
D
－
2

群
で
は
先
の
二
つ
の
御
集
に
続
い
て
桓
武
・
平
城
両
天
皇
の
外
祖
父
母
に
あ
た
る
人
物
の
墓
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
E
・
F
群
に
掲
げ
ら

れ
た
墓
の
大
部
分
は
外
祖
父
母
の
墓
で
あ
り
、
各
署
が
商
圏
扱
い
さ
れ
た
事
情
も
国
史
の
上
に
見
ら
れ
る
。
九
世
紀
の
「
墓
」
歴
名
に
加
え
ら

れ
た
墓
は
こ
の
よ
う
に
八
世
紀
の
令
制
の
墓
概
念
と
は
全
く
異
質
な
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
と
こ
ろ
が
そ
の
始
め
を
な
す
牧
野
・
大
野
二
墓
に
は
以
降
の
も
の
と
は
違
っ
た
特
殊
性
が
み
ら
れ
、
そ
れ
が
こ
の
外
祖
父
母
墓
制
の
成
立
事

情
を
示
し
て
く
れ
て
い
る
。
特
殊
性
と
は
次
の
三
点
で
あ
る
。
ω
桓
武
天
皇
の
外
祖
父
母
の
墓
で
は
あ
る
が
、
桓
武
即
位
に
応
じ
て
す
ぐ
忙
追

尊
さ
れ
特
殊
扱
い
を
う
け
た
の
で
は
な
い
こ
と
。
②
歴
名
で
一
般
的
な
「
○
○
天
皇
外
祖
父
（
母
）
」
と
い
っ
た
書
式
の
注
記
と
は
違
っ
て
こ
の

二
墓
の
み
は
「
太
皇
大
后
之
先
○
○
氏
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
㈲
和
乙
継
は
の
ち
の
外
祖
父
一
般
の
よ
う
に
「
贈
太
政
大
臣
正
一
位
」
と

は
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。
さ
て
、
和
乙
継
と
大
枝
真
妹
が
先
述
の
「
子
午
レ
祖
爲
レ
尊
。
祖
以
レ
子
亦
貴
。
」
と
い
う
理
念
を
も
ち
だ
し
て
「
康
正

一
位
」
に
追
尊
さ
れ
た
の
は
、
高
野
野
立
の
没
し
た
翌
年
の
延
暦
九
年
（
八
九
〇
）
の
年
終
（
荷
前
儀
式
と
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
）
の
こ
と
で
あ

る
。
皇
太
夫
人
で
あ
っ
た
新
笠
に
皇
太
后
が
贈
ら
れ
陵
に
葬
さ
れ
た
年
だ
。
一
方
、
そ
の
野
墓
は
の
ち
の
書
名
で
外
祖
父
母
の
墓
と
し
て
と
い

う
よ
り
む
し
ろ
「
太
皇
大
后
之
先
」
郊
ち
新
笠
の
父
母
の
墓
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
高
野
新
笠
は
、
没
す
る
と
ほ
ぼ
同
時
に
そ
の

笹
島
が
直
接
陵
と
称
さ
れ
た
最
初
の
天
皇
嫡
妻
と
い
え
る
。
紀
橡
姫
以
前
の
皇
太
后
・
太
皇
太
后
の
そ
れ
は
み
な
一
度
は
御
寮
と
さ
れ
て
か
ら

の
ち
陵
の
列
に
移
さ
れ
て
き
た
。
こ
こ
に
皇
太
后
・
太
皇
太
后
尊
重
の
意
識
は
頂
点
に
達
し
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
先
の

二
墓
が
特
別
扱
い
を
う
け
る
よ
う
に
な
る
の
も
こ
の
直
垂
九
年
、
正
一
位
が
贈
ら
れ
た
時
点
の
こ
と
だ
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
新
畑
が
皇
太
后

と
し
て
陵
に
葬
ら
れ
る
に
応
じ
て
、
そ
の
皇
太
后
の
父
母
を
も
「
子
以
レ
祖
…
…
」
の
理
念
に
も
と
づ
い
て
尊
び
、
さ
ら
に
そ
の
葬
地
を
か
つ
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て
の
馬
匹
の
わ
く
に
加
え
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
男
系
直
系
主
義
・
律
令
官
僚
棚
の
理
念
と
は
い
さ
さ
か
排
反
す
る

　
　
⑩

孝
思
想
の
浸
透
に
よ
り
、
天
皇
の
皇
太
后
・
太
皇
太
后
と
い
っ
た
女
系
の
祖
（
国
母
）
の
下
地
に
対
す
る
崇
敬
が
強
ま
っ
て
御
墓
綱
が
現
出
し
た

の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
強
調
さ
れ
す
ぎ
る
と
、
ω
そ
れ
ら
の
下
地
が
陵
へ
格
上
げ
さ
れ
御
田
制
の
内
実
が
空
洞
化
す
る
、
②
そ
の
父
母
即
ち

外
祖
父
母
の
量
地
を
も
さ
か
の
ぼ
っ
て
尊
重
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
強
ま
る
、
と
い
う
二
つ
の
傾
向
が
生
じ
る
。
こ
の
二
つ
が
結
合
す
る
こ
と

で
九
世
紀
の
新
し
い
外
祖
父
母
墓
制
が
誕
生
し
た
と
私
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
先
の
二
つ
の
墓
は
こ
う
し
た
御
墓
制
か
ら
外
祖
父
母
墓
棚
へ
の

過
渡
期
を
み
ご
と
に
写
し
出
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
ζ
の
よ
う
な
陵
墓
制
度
の
変
革
期
を
へ
た
の
ち
生
み
出
さ
れ
た
の
が
『
弘
仁
式
』
の
陵
墓
歴
名
で
あ
っ
た
。
陵
歴
名
は
、
第
二
章
で

述
べ
た
律
令
制
下
の
先
皇
陵
の
公
的
守
衛
の
た
め
に
作
ら
れ
た
原
歴
名
に
本
章
で
見
た
御
墓
か
ら
格
上
げ
さ
れ
た
陵
を
『
弘
仁
式
』
編
纂
段
階

で
挿
入
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
一
方
、
墓
歴
名
な
る
も
の
は
令
制
の
も
と
で
は
生
ま
れ
え
な
い
こ
と
は
既
に
ふ
れ
た
。
で
は
第
三
章
で
見
た
雑
多

な
資
料
を
ま
と
め
て
墓
歴
名
の
原
形
が
編
纂
さ
れ
た
の
は
い
つ
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
桓
武
朝
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。
そ
の
理
由
は
次
の
二
つ

で
あ
る
。
ω
平
安
時
代
陵
墓
翻
度
に
お
け
る
墓
の
概
念
は
御
墓
制
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
公
的
管
理
が
歴
名
作
成
の
契
機
と

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
野
墓
の
リ
ス
ト
が
墓
歴
名
の
原
形
で
あ
り
こ
の
墓
概
念
の
転
換
期
こ
そ
が
ふ
さ
わ
し
い
。
②
先
述
の
よ
う
に
中

大
兄
関
係
諸
墓
⑭
が
別
記
の
史
料
の
中
に
含
め
ら
れ
て
い
な
い
と
な
れ
ば
、
そ
れ
以
降
で
そ
れ
ら
が
注
目
さ
れ
る
時
期
と
い
え
ば
桓
武
豊
の
こ

と
だ
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
皇
統
が
天
武
系
か
ら
天
智
系
へ
と
移
り
皇
統
意
識
が
強
ま
っ
た
こ
と
、
渡
来
系
氏
族
の
思
想
的
影
響
を
強

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

く
受
け
た
桓
武
天
皇
が
中
国
的
な
宗
隅
観
念
を
も
っ
て
祖
先
崇
敬
の
意
識
を
高
め
た
こ
と
、
光
仁
即
位
に
応
じ
て
志
貴
皇
子
は
天
皇
号
を
追
贈

さ
れ
田
原
に
陵
が
設
握
さ
れ
た
が
、
そ
の
延
長
で
皇
統
を
さ
ら
に
天
智
か
ら
継
体
ま
で
つ
な
ぐ
系
譜
的
資
料
が
再
注
目
を
う
け
、
墓
歴
名
作
成

に
利
用
さ
れ
る
と
い
う
事
情
は
十
分
に
想
定
し
う
る
こ
と
、
な
ど
か
ら
そ
う
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
原
墓
歴
名
に
平
城
天
皇
外
祖
父
母
の
二
黒
を

書
き
足
し
て
全
体
に
多
少
の
手
を
加
え
た
も
の
が
『
弘
仁
式
』
の
写
歴
名
で
あ
る
。

　
な
お
こ
こ
で
付
記
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
平
城
天
皇
の
外
祖
父
母
か
ら
、
外
祖
父
母
の
葬
地
を
墓
男
名
に
加
え
る
際
に
各
人
を
贈
太
政
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大
臣
正
｝
位
・
贈
蕉
一
位
と
す
る
と
い
う
原
則
が
確
立
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
八
世
紀
に
も
臣
下
で
太
政
大
臣
を
贈
ら
れ
た
人
物
は
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
の

が
そ
の
葬
地
は
公
的
に
守
衛
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
有
功
王
墓
は
あ
く
ま
で
皇
族
太
政
大
臣
に
限
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
贈
官
贈
位
と
葬

　
　
　
　
ロ
　
　
　
サ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
の

地
管
理
と
は
直
結
し
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
外
祖
父
母
を
尊
ぶ
観
念
も
存
在
は
し
た
が
、
そ
れ
へ
の
贈
位
も
葬
地
の
問
題
乏
は
無
関
係
で
あ
っ

⑫た
。
外
祖
父
母
へ
の
如
上
の
贈
官
贈
位
（
特
に
太
政
大
臣
を
贈
る
こ
と
）
の
制
が
生
じ
た
背
景
に
は
、
御
選
制
を
介
し
て
延
暦
九
年
か
ら
公
的
管
理

に
対
象
と
な
っ
た
外
祖
父
母
の
墓
が
皇
族
太
政
大
臣
の
葬
地
た
る
有
功
王
墓
と
同
列
に
墓
歴
名
に
収
め
ら
れ
た
結
果
と
し
て
、
両
者
の
観
念
が

融
合
し
た
、
と
い
う
事
情
が
存
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

①
『
六
閣
史
索
引
騙
が
「
ゴ
ボ
」
と
読
ん
で
立
項
し
て
い
る
く
ら
い
で
、
最
近
の

　
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
続
日
本
紀
蕊
四
で
も
関
説
さ
れ
て
い
な
い
。

②
　
史
料
団
～
翻
の
相
互
関
係
は
複
雑
で
あ
る
が
、
私
は
翻
が
紀
養
鰻
の
葬
地
を
御

　
墓
か
ら
山
陵
に
格
上
げ
し
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
史
料
だ
と
考
え
る
。
式
の
如
き
役
割

　
を
は
た
し
て
い
た
国
に
も
と
づ
い
て
、
皇
太
后
追
贈
に
応
ず
る
処
羅
を
行
っ
た
も

　
の
で
あ
ろ
う
。
注
目
す
べ
き
は
四
も
瞬
も
岡
じ
く
十
二
月
の
こ
と
だ
と
い
う
点
で

　
あ
る
。
山
陵
の
列
に
そ
の
葬
地
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
十
二
月
の
荷
前
に
関

　
係
す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
逆
に
こ
の
時
期
に
は
ま
だ

　
御
幸
に
対
す
る
荷
前
は
未
成
立
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
団
は
圏
の
処
置
を
囲

　
忌
の
前
日
に
あ
ら
た
め
て
確
認
し
た
も
の
と
い
え
る
。
な
お
、
囹
の
「
三
園
御
墓

　
自
今
－
以
後
。
称
山
陵
。
」
の
部
分
は
、
先
帝
崩
日
の
割
注
部
に
「
霊
亀
一
一
年
」
に

　
つ
づ
い
て
葬
地
に
関
す
る
注
寵
が
付
随
す
る
こ
と
と
の
紺
応
関
係
を
考
え
れ
ば
、

　
皇
太
后
多
日
の
割
注
「
和
銅
二
年
」
に
つ
づ
い
て
回
に
も
と
づ
い
て
付
さ
れ
た
注

　
記
で
あ
っ
た
の
が
本
来
の
姿
だ
と
推
察
さ
れ
る
。
『
弘
仁
格
』
ま
た
は
『
類
聚
三
代

　
格
』
の
編
者
が
宝
亀
三
年
五
月
八
日
勅
の
う
ち
の
一
部
分
だ
け
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ

　
し
て
当
ヨ
の
勅
と
し
た
た
め
こ
の
よ
う
な
勅
筆
の
姿
に
な
っ
た
の
だ
と
思
う
。
こ

　
の
推
定
が
正
し
い
な
ら
史
料
に
現
わ
れ
た
御
家
の
被
葬
者
は
す
べ
て
女
性
で
あ
る

　
と
い
う
興
味
深
い
こ
と
が
ら
が
見
え
て
く
る
。

③
天
平
十
年
こ
ろ
の
古
記
で
は
三
后
の
葬
地
は
単
に
墓
と
称
す
べ
き
と
し
て
い
る

　
の
で
そ
れ
以
降
で
あ
る
。
宮
子
没
に
関
す
る
『
幾
日
本
紀
堕
の
記
事
に
は
一
部
に

　
編
纂
時
の
手
が
加
え
ら
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
を
さ
し
ひ
い
て
も
そ
の
葬
が
か
な

　
り
勢
大
に
行
わ
れ
識
ま
で
贈
ら
れ
て
い
る
の
は
注
目
す
べ
き
で
、
山
陵
に
準
ず
る

　
扱
い
を
う
け
た
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
宮
子
の
没
し
た
天
平
勝
宝
六
年
（
七
五
閥
）

　
が
御
社
欄
の
出
発
点
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

④
　
西
嶋
定
生
「
皇
帝
支
配
の
成
立
」
（
『
岩
波
講
座
世
界
鷹
史
』
四
、
岩
波
書
店
、

　
一
九
七
〇
年
）
。

⑤
　
谷
口
や
す
よ
「
漢
代
の
幡
羅
権
」
（
『
史
学
雑
誌
』
八
七
一
一
一
、
…
九
七
八
年
）
、

　
岡
「
漢
代
の
「
太
盾
」
三
朝
」
（
『
歴
史
評
論
』
三
五
九
、
一
九
八
○
年
）
。

⑥
　
岸
俊
男
「
光
明
立
后
の
史
的
意
義
」
（
同
『
日
本
古
代
政
治
史
研
究
』
一
九
六
六

　
年
、
塙
冷
房
）
な
ど
参
照
。

⑦
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
四
年
八
月
甲
子
条
が
最
初
。
こ
の
よ
う
な
理
念
は
重

　
要
な
画
期
を
な
す
延
暦
九
年
十
二
月
「
群
の
植
炎
天
皇
霊
祖
父
母
へ
の
贈
位
追
尊

　
の
聴
お
よ
び
そ
れ
以
降
、
黒
地
の
格
上
げ
の
際
に
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

⑧
　
「
子
以
祖
雪
濠
。
祖
以
子
亦
貴
」
の
典
拠
は
不
明
。
新
日
本
古
典
文
学
大
系
の

　
注
釈
は
類
似
し
た
も
の
と
し
て
『
春
秋
公
羊
伝
』
隠
公
元
年
正
月
条
「
母
貴
則
子

　
何
以
貴
。
子
以
億
貴
。
母
以
子
貴
」
と
い
う
文
章
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
。
孝
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と
父
母
顕
彰
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
『
孝
子
』
爾
宗
明
義
章
の
「
身
落
髪
虜
。
受

　
之
父
舞
。
弗
敢
殿
傷
。
孝
之
始
也
。
立
身
行
道
。
揚
名
於
後
世
。
以
顕
父
母
。
孝

　
軍
事
也
。
」
参
照
。
孝
謙
朝
の
孝
思
想
に
つ
い
て
は
、
笠
井
昌
昭
「
『
続
日
本
紀
』

　
に
あ
ら
わ
れ
た
孝
の
宜
揚
に
つ
い
て
」
（
『
文
化
学
年
報
』
三
三
、
一
九
八
四
年
）
。

⑨
　
こ
れ
よ
り
前
、
光
仁
の
批
紀
橡
姫
の
父
愚
に
つ
い
て
は
、
父
紀
諸
人
が
贈
太
政

　
大
呂
正
一
位
が
お
く
ら
れ
て
い
る
も
の
の
そ
の
無
地
は
墓
罪
名
に
収
め
ら
れ
て
い

　
な
い
。
ま
た
孝
謙
女
帝
の
外
祖
父
母
（
藤
原
不
比
等
・
県
犬
養
三
千
代
）
の
葬
地

　
も
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。

⑩
目
騎
徳
衛
「
宮
廷
文
化
の
成
立
」
（
岡
『
王
朝
の
み
や
び
』
吉
川
弘
文
館
、
一

　
九
七
八
年
　
所
収
）
。

⑪
　
林
陸
朗
「
桓
武
天
皇
の
政
治
思
想
」
（
山
中
裕
編
『
平
安
時
代
の
歴
史
と
文
学
』

　
歴
史
編
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
年
所
収
）
。

⑫
先
に
ふ
れ
た
「
子
以
レ
祖
…
…
」
の
初
見
記
購
で
は
、
孝
謙
女
帝
の
外
祖
父
母
と

　
い
う
こ
と
で
不
識
等
を
淡
海
公
に
封
じ
三
千
代
に
正
一
位
大
夫
人
を
贈
る
こ
と
が

　
み
え
る
が
そ
の
時
そ
の
葬
地
を
管
理
す
る
に
い
た
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
先

　
述
の
通
り
。
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第
五
章
　
平
安
時
代
陵
墓
制
度
の
確
立

　
先
の
大
き
な
転
換
期
の
中
で
律
令
国
家
陵
墓
制
度
に
生
じ
た
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
は
、
ひ
と
ま
ず
『
弘
仁
式
』
陵
墓
歴
名
と
し
て
結
実
し
た
。

本
章
で
は
そ
の
の
ち
の
陵
墓
制
度
の
変
容
過
程
を
、
い
ま
ま
で
と
同
じ
く
陵
墓
歴
名
を
た
よ
り
に
さ
ぐ
っ
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
　
藤
原
氏
先
祖
墓
の
再
興

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
以
下
し
ぼ
ら
く
『
貞
観
式
』
編
纂
部
分
と
考
え
て
お
い
た
B
・
E
群
の
分
析
を
手
が
か
り
に
考
察
を
進
め
る
。
ま
ず
そ
の
E
群
の
中
に
尚
武

峯
墓
や
後
阿
陥
墓
と
い
っ
た
奈
良
時
代
以
前
の
人
物
の
墓
を
含
め
て
お
い
た
こ
と
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
が
式
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

収
め
ら
れ
た
時
期
を
そ
こ
ま
で
下
げ
る
私
の
考
え
は
多
少
通
説
に
反
す
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
私
は
こ
れ
ら
を
天
安
か
ら
貞

観
初
年
こ
ろ
特
に
尊
重
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
の
ち
『
貞
観
式
』
に
も
収
め
ら
れ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

　
ま
ず
第
」
に
奈
良
時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
せ
え
な
い
理
由
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
ω
こ
の
二
墓
が
既
に
八
世
紀
に
も
実
在
し
た
の
は
ま
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
．
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

が
い
な
く
、
太
政
大
臣
不
吉
等
の
墓
に
至
っ
て
は
臨
時
の
祭
祀
・
奉
幣
の
対
象
に
ま
で
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
先
述
の
よ
う

に
令
制
の
墓
は
各
氏
族
の
私
的
管
理
に
ま
か
さ
れ
る
も
の
で
公
的
守
衛
を
第
一
目
的
と
し
た
当
時
の
留
置
に
は
加
え
ら
れ
る
べ
く
も
な
い
。
②
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式
の
「
後
押
陀
墓
」
と
い
う
名
称
は
D
群
の
藤
原
良
継
の
「
上
歯
墓
」
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
平
城
天
皇
外
祖
父
の
墓
と

し
て
署
名
掲
載
条
件
を
得
た
大
同
元
年
（
八
〇
六
）
よ
り
さ
ら
に
下
る
時
期
に
式
に
加
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
歩
ゆ
ず
っ
て
歴
名
の
記
載

順
序
が
必
ず
し
も
歴
名
掲
載
順
序
と
一
致
し
な
い
に
し
て
も
、
「
後
○
○
墓
（
陵
）
」
と
い
う
名
称
の
付
け
方
を
奈
良
晦
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。
奈
良
時
代
に
は
臨
接
し
た
堅
地
を
区
別
す
る
の
に
「
河
内
磯
長
中
尾
陵
」
と
「
河
内
磯
長
原
陵
」
だ
と

　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
愚
④

か
「
奈
保
山
東
陵
」
と
「
奈
保
山
西
陵
」
、
あ
る
い
は
ま
と
め
て
「
大
内
東
西
」
と
い
う
よ
う
に
、
〃
よ
り
詳
し
い
限
定
語
を
あ
い
だ
に
挿
入
す

る
ヴ
と
い
う
方
式
を
と
っ
て
い
る
。
延
暦
十
二
年
（
七
九
三
）
三
月
廿
五
日
条
（
『
日
本
紀
略
』
）
に
「
後
田
原
陵
」
と
あ
る
の
が
史
料
上
の
初
見
で
、

歴
名
で
は
陵
の
「
後
山
科
陵
」
（
藤
原
順
子
）
、
墓
の
「
年
魚
要
急
」
が
最
初
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
方
式
が
一
般
に
普
及
す
る
の
は
九
世
紀
中

ご
ろ
以
降
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
③
歴
名
で
は
二
階
が
並
記
さ
れ
て
お
り
掲
載
時
期
は
ほ
ぼ
同
時
と
み
て
よ
い
の
で
②
の
推
定
は
玄
武
難
処
に
も

応
用
し
て
よ
い
。

　
次
は
平
安
時
代
で
も
天
安
か
ら
貞
観
初
年
と
限
定
す
る
根
拠
で
あ
る
。
ω
多
糖
塔
墓
に
付
さ
れ
た
内
閣
文
庫
本
系
統
の
写
本
に
み
ら
れ
る
注

「
ロ
こ
↓
よ
、

曇
口
‘
ζ

　
　
　
国
史
並
貞
観
式
云
大
織
冠
墓
云
々
。
今
文
已
違
。
式
誤
也
。

と
あ
っ
て
『
貞
観
式
』
で
は
不
言
等
で
な
く
鎌
足
の
墓
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
「
貞
観
式

云
」
と
は
あ
る
が
『
弘
仁
式
』
に
つ
い
て
は
ふ
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
両
式
は
稲
互
に
並
用
さ
れ
て
い
た
の
で
弘
仁
歴
名
に
既
に

存
在
す
れ
ば
重
復
を
さ
け
て
貞
観
歴
名
に
加
え
る
は
ず
が
な
い
。
従
っ
て
、
多
武
塔
墓
は
『
貞
観
式
』
で
初
め
て
式
に
収
め
ら
れ
た
可
能
性
が

高
い
。
②
ま
た
、
天
安
か
ら
貞
観
初
年
の
史
料
の
上
に
藤
原
氏
の
祖
先
の
墓
を
再
興
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
具
体
的
に
確
認
で
き
る
。
ま
ず
天

安
二
年
（
八
五
八
）
の
十
陵
四
界
の
詔
の
上
に
突
如
鎌
足
の
多
武
轡
墓
が
出
て
く
る
。
近
年
の
外
祖
父
で
も
な
い
遠
い
過
去
の
藤
原
氏
の
祖
先
墓

が
国
家
行
事
の
荷
前
別
言
幣
ま
で
受
け
る
存
在
と
し
て
突
然
ク
ロ
…
ズ
ア
ヅ
プ
さ
れ
た
こ
と
は
重
視
し
て
も
し
す
ぎ
る
こ
と
の
な
い
事
件
で
あ

⑤る
。
こ
れ
を
受
け
て
墓
の
実
際
の
整
備
も
開
始
さ
れ
た
。
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（
八
六
三
）

　
　
　
（
貞
観
五
年
二
月
）
七
曲
庚
子
。
（
中
略
）
下
嵩
知
大
和
国
閃
禁
離
藤
原
氏
先
祖
贈
太
政
大
臣
多
望
寄
与
四
履
之
内
。
部
内
百
姓
伐
レ
樹
放
牧
叩

　
　
　
　
　
　
（
八
六
五
）

　
　
　
（
貞
観
七
年
五
月
）
十
六
日
丙
午
。
　
勅
。
警
士
謡
講
。
修
行
年
久
。
居
コ
住
多
血
塔
墓
二
等
叩
篁
レ
令
雨
脚
和
国
噂
以
二
正
税
二
一
日
給
二
米
一
升
二
合
叩

　
　
充
巾
需
供
雪
加
兼
令
下
二
賢
基
鴨
樂
二
沙
弥
等
噸
強
申
彼
墓
四
至
之
内
加
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
三
代
実
録
』
）

　
　
　
　
　
　
　
⑥

ま
た
『
塁
壁
零
略
記
』
に
引
く
「
要
言
」
は
こ
れ
と
同
様
の
賢
基
に
よ
る
多
武
零
の
中
興
の
事
情
を
さ
ら
に
詳
細
に
伝
え
て
い
る
。
そ
の
よ
う

　
　
　
　
ノ

な
「
藤
原
氏
先
祖
」
に
対
す
る
意
識
の
高
揚
の
延
長
と
し
て
、
続
い
て
武
智
麻
呂
墓
の
整
備
も
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
（
八
六
六
）

　
　
　
（
貞
観
八
年
十
月
）
廿
三
日
甲
午
。
贈
太
政
大
臣
墓
守
二
大
和
国
宇
智
郡
阿
智
郷
閃
詔
置
二
審
家
僑
丁
十
二
人
鴨
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
三
代
実
録
』
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

こ
れ
は
古
く
喜
田
貞
吉
幾
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
武
智
麻
呂
墓
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
清
和
天
皇
の
治
世
に
平
城
・
嵯
峨
両
天
皇
の
外
祖

父
良
継
の
墓
を
あ
ら
た
め
て
注
目
す
る
積
極
的
な
理
由
は
み
と
め
が
た
い
し
、
も
し
そ
う
な
ら
対
を
な
す
外
祖
母
の
村
国
墓
に
つ
い
て
も
何
ら

か
の
史
実
が
残
さ
れ
て
い
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
な
ぜ
特
に
武
智
麻
呂
の
墓
が
こ
こ
に
掲
げ
ら
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
説
明
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
時
期
な
ら
ば
北
家
に

と
っ
て
の
直
接
の
先
祖
で
あ
る
贈
太
政
大
臣
房
前
の
墓
こ
そ
が
注
目
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
取

り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
こ
そ
、
当
時
の
事
清
i
八
世
紀
半
か
ら
九
世
紀
前
半
の
氏
族
原
理
の
変
容
に
と
も
な
い
私
的
管
理
に
ま
か
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

れ
て
い
た
律
令
制
的
氏
族
墓
が
衰
退
・
荒
廃
し
た
事
実
ー
ー
が
そ
の
ま
ま
投
影
さ
れ
て
い
る
と
私
は
考
え
る
。
武
智
麻
呂
の
墓
所
は
、
そ
の
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

に
古
く
栄
山
寺
が
建
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
や
良
継
の
墓
も
止
所
に
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
偶
然
的
に
そ
の
所
在
地
が
記
憶
さ
れ

て
い
た
一
例
に
す
ぎ
な
い
。
多
武
轡
墓
も
同
様
の
事
清
で
か
ろ
う
じ
て
認
知
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
す
ら
も
「
要
記
」
が
正
直
に
伝
え
て

い
る
よ
う
に
「
堂
塔
独
存
。
香
華
鎮
怠
。
禿
二
型
経
修
営
之
人
喝
爲
二
樵
牧
葬
埋
島
地
叩
鹿
家
不
レ
知
レ
之
。
国
司
売
レ
制
レ
之
。
」
と
い
っ
た
様
相
を

呈
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
多
歪
面
墓
の
被
葬
者
に
つ
い
て
古
く
か
ら
鎌
足
か
不
上
等
か
で
議
論
が
あ
る
の
も
、
ま
た
四
王
の
一
つ
と
さ
れ
て

か
ら
そ
の
整
備
が
追
っ
て
行
わ
れ
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
（
じ
じ
つ
奈
良
臨
代
の
他
の
茂
族
墓
に
関
す
る
史
実
は
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
。
）

以
上
の
よ
う
な
令
制
疵
族
墓
の
衰
退
と
い
う
状
況
に
対
し
て
藤
原
氏
の
先
祖
の
墓
を
再
興
し
よ
う
と
い
う
流
れ
の
も
と
、
多
逼
塞
，
墓
と
後
下
施
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墓
と
は
嘉
名
掲
載
の
条
件
を
獲
得
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は
藤
原
氏
先
祖
墓
再
興
の
契
機
と
な
っ
た
十
陵
四
墓
の
制
度
を
生
み
だ
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

し
た
主
体
は
だ
れ
か
と
い
う
と
そ
れ
は
藤
原
良
房
で
あ
ろ
う
。
鎌
足
墓
が
四
墓
に
掲
げ
ら
れ
た
の
は
、
彼
が
実
質
上
の
人
臣
初
の
太
政
大
臣
に

就
任
し
た
翌
年
、
幼
帝
清
和
の
ぞ
ぱ
で
政
務
を
統
轄
し
は
じ
め
た
年
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
太
政
大
距
就
任
と
無
関
係
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

天
皇
家
に
な
ら
ぶ
太
政
大
臣
家
の
祖
と
し
て
、
天
智
天
皇
に
対
応
す
る
藤
原
鎌
足
の
墓
が
あ
ら
た
め
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
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（二）

貞
観
歴
名
に
み
え
る
十
陵
四
墓
制
の
影
響

　
以
上
を
ふ
ま
え
て
B
・
E
群
の
内
部
の
配
列
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
う
。
B
群
に
関
し
て
和
田
氏
は
、
C
群
の
諸
陵
も
含
め
て
「
山
陵
存
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

順
」
に
な
っ
て
い
る
、
即
ち
由
陵
設
置
ご
と
に
書
き
足
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
詳
細
に
み
れ
ば
、
存
備
畜
な
ら
藤
原
旅
子
・
高
志
内

親
王
・
平
城
天
皇
・
夏
島
天
皇
・
嵯
峨
天
皇
・
仁
明
天
皇
・
橘
嘉
智
子
・
文
徳
天
皇
・
藤
原
順
子
の
陵
の
順
に
な
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ

と
現
歴
名
の
順
序
と
の
虚
幻
を
具
体
的
に
説
明
し
な
い
限
り
、
存
置
順
説
は
う
け
い
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
相
違
は
二
点
に
要

約
で
き
る
と
思
う
。
ω
嵯
蛾
・
淳
和
両
天
皇
陵
が
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
②
仁
明
・
嘉
智
子
の
母
子
は
あ
ま
り
に
も
た
て
つ
づ
け
に
没
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

た
た
め
当
時
そ
の
象
徴
的
意
味
が
と
り
ざ
た
さ
れ
た
ほ
ど
関
係
が
深
い
の
に
、
歴
名
で
は
セ
ッ
ト
で
載
せ
ら
れ
る
こ
と
な
く
二
十
六
年
も
前
に

没
し
た
平
城
天
皇
の
陵
が
間
に
入
っ
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
ま
ず
ω
に
つ
い
て
だ
が
、
従
来
は
両
天
皇
が
薄
葬
を
希
望
し
た
た
め
だ
と
説
明
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
い
が
、
で
は
「
不
営
山
陵
」

の
遺
言
を
残
し
た
嘉
智
子
の
陵
は
な
ぜ
歴
名
に
存
す
る
の
か
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
し
、
ま
た
即
位
・
立
太
子
の
告
文
使
な
ど
皇
統
に
か
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

わ
る
山
陵
遣
使
の
際
に
は
直
系
祖
先
及
び
先
帝
の
陵
と
し
て
嵯
峨
・
淳
和
の
陵
が
史
料
の
上
に
登
場
す
る
事
実
を
ど
う
解
す
る
の
か
と
い
う
疑

問
が
残
る
。
淳
和
陵
は
清
和
朝
以
降
に
な
る
と
直
系
祖
先
か
ら
は
ず
れ
る
た
め
史
料
に
見
え
な
く
な
る
が
、
嵯
峨
天
皇
の
陵
は
貞
観
以
降
に
も

た
び
た
び
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
系
譜
上
重
要
な
位
置
を
占
め
る
嵯
峨
天
皇
の
陵
を
掲
載
し
な
い
歴
名
B
群
じ
た
い
を

特
殊
な
、
ま
た
は
特
定
の
性
格
を
有
す
る
も
の
と
規
定
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
は
安
易
に
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
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る

。実
　　は
　　こ
　　れ
　　と

　　非
　　常
　　に
　　類
　　似
　　し
　　た
　　性1

　　格
　　を
　　持

　　つ
　　の
　　が
　　　N

先
に
も
ふ
れ
た
別
貢
幣
を
献
ず
べ
き
近
陵
雲
墓
の
定
数
を
定
め
た
十
陵
四
墓
の
詔
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
施
基
皇
子
）

　
　
　
（
天
安
二
年
十
二
月
）
九
日
丙
申
。
　
詔
定
下
十
陵
四
墓
可
ウ
献
二
年
終
荷
前
之
幣
鴨
脚
智
天
皇
山
階
山
陵
頭
割
山
城
国
宇
治
郡
喝
春
日
宮
御
宇
天
皇
田
原
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
光
仁
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
新
笠
）

　
　
　
陵
在
ご
大
和
国
添
上
郡
つ
天
宗
高
卑
天
皇
後
田
原
山
陵
在
二
大
和
国
添
上
郡
m
贈
太
皇
大
后
高
野
氏
大
枝
山
陵
在
二
山
城
国
乙
訓
郡
一
℃
樋
武
天
皇
柏
原
山
陵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
乙
牟
漏
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
城
）

　
　
　
在
二
由
誠
国
紀
伊
郡
つ
贈
太
皇
大
玉
藤
原
氏
長
岡
山
陵
在
二
山
母
国
乙
訓
郡
鴨
崇
道
天
皇
八
鳩
山
騎
西
二
大
和
国
添
上
郡
叩
先
太
上
天
皇
楊
梅
山
陵
在
二
大
和

　
　
　
国
添
上
郡
鴨
仁
明
天
皇
深
草
山
陵
守
山
繭
城
国
記
伊
郡
喝
文
徳
天
皇
田
諸
山
品
書
榊
山
城
團
葛
野
郡
一
図
太
政
大
臣
正
一
位
藤
原
朝
臣
鎌
足
墨
壷
峯
墓
在
二

　
　
　
大
和
国
十
市
郡
叩
後
議
太
政
大
臣
正
一
位
藤
原
朝
臣
冬
嗣
宇
治
墓
在
一
　
山
城
國
宇
治
郡
噸
尚
侍
贈
正
一
位
藤
原
朝
臣
美
都
子
次
宇
治
山
在
日
山
城
国
書
治
郡
叩

　
　
　
贈
正
一
位
源
朝
臣
潔
姫
愛
宕
墓
在
二
山
城
国
愛
宕
郡
一
畑
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
三
代
実
録
』
）

嵯
峨
・
淳
和
の
陵
を
含
め
な
い
点
で
本
名
と
共
通
し
、
両
者
を
さ
し
お
い
て
直
接
の
血
縁
祖
先
で
も
な
い
平
城
天
皇
や
崇
道
天
皇
の
陵
を
土
壁

　
　
　
　
　
　
⑮

と
す
る
特
殊
性
は
き
わ
だ
っ
て
い
る
。
特
に
《
平
城
・
仁
明
・
文
徳
》
と
い
う
天
安
当
時
か
ら
相
対
的
に
近
い
年
代
の
三
聖
陵
を
一
括
す
る
組

合
せ
に
注
目
す
る
と
、
そ
れ
と
同
じ
セ
ッ
ト
が
歴
名
B
群
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
B
群
に
は
こ
の
天
安
二
年
詔
の
影
響
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
、
既
に
『
弘
仁
式
』
古
名
中
に
掲
載
済
み
の
十
島
の
う
ち
の
前
七
陵
を
除
い
た
残
る
三
陵
を
ま
と
め
て
B
群
後
半
に
転
載
し
た
の
で

は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
て
く
る
。
そ
こ
で
も
う
一
方
の
命
運
名
E
群
を
み
る
。
先
述
し
た
大
岡
墓
を
除
く
と
、
こ
こ
で
も
や
は
り
天
安
の
四
聖

の
う
ち
三
墓
ま
で
が
一
括
し
て
そ
の
後
半
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
（
た
だ
し
こ
こ
は
設
置
順
と
も
見
る
こ
と
は
で
き
る
。
）

　
こ
う
考
え
る
と
先
の
疑
問
②
も
納
得
の
ゆ
く
も
の
に
な
る
し
、
ω
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
。
皇
統
上
は
尊
重
さ
れ
て
い
た
嵯

峨
天
皇
陵
（
仁
閉
朝
に
は
淳
和
陵
も
）
が
歴
名
に
み
ら
れ
な
い
の
は
、
元
来
す
べ
て
の
「
先
皇
陵
」
の
守
衛
管
理
・
祭
祀
を
本
旨
と
し
て
い
た
曲

名
が
十
陵
四
号
詔
の
規
欄
を
う
け
て
い
る
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
荷
前
別
々
幣
の
台
帳
へ
と
そ
の
性
格
を
移
し
て
き
て
い
る
た
め
で
あ

る
。
ま
た
橘
嘉
智
子
陵
の
掲
載
に
つ
い
て
は
、
歴
名
は
天
安
二
年
認
と
ち
が
っ
て
網
羅
性
が
可
能
な
限
り
要
求
さ
れ
る
の
で
E
群
に
は
仁
明
天

皇
外
祖
父
母
も
掲
載
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
外
祖
父
母
の
墓
を
歴
名
に
加
え
る
こ
と
の
正
当
化
は
皇
太
后
（
太
皇
太
盾
）
に
よ
’
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隷令醐家陵墓制度の基礎的研究（北）

り
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
媒
介
と
な
る
嘉
智
子
陵
が
歴
名
に
載
せ
ら
れ
る
こ
と
は
必
要
条
件
で
あ
っ
た
の
だ
と
説
明
で
き
る
。

　
以
上
を
ま
と
め
る
と
、
『
貞
観
式
』
色
名
の
編
纂
に
は
天
安
二
年
の
十
陵
四
墓
詔
が
参
看
さ
れ
て
お
り
、
歴
名
が
荷
前
別
聖
上
の
台
帳
的
性

格
を
も
つ
も
の
へ
と
変
容
し
て
ゆ
く
さ
ま
が
写
し
鵬
さ
れ
て
い
る
。
多
津
西
墓
は
四
型
の
一
つ
で
は
あ
る
が
奈
良
時
代
以
前
の
古
い
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

る
か
ら
後
弓
隠
墓
と
と
も
に
貞
観
北
冥
名
の
最
初
に
置
い
た
の
だ
が
、
基
本
的
に
は
十
陵
四
型
の
う
ち
弘
仁
歴
名
に
載
せ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

も
の
に
つ
い
て
は
「
天
安
二
年
設
置
の
近
陵
墓
」
と
認
識
さ
れ
ま
と
め
て
一
括
転
載
さ
れ
た
。
こ
れ
は
歴
名
に
近
陵
・
近
江
の
注
記
を
加
え
る

の
に
簡
便
で
あ
る
か
ら
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
歴
名
を
規
制
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
陵
墓
制
度
に
お
け
る
荷
前
別
学
幣
制
度
の
比
重
の
増

大
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
な
お
、
こ
こ
で
伊
予
親
王
の
巨
幡
墓
が
歴
名
掲
載
条
件
を
獲
得
し
た
年
に
つ
い
て
補
足
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
が
二
組
の
外
祖
父
母
の
墓
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

間
に
位
概
を
占
め
て
い
る
積
極
的
な
理
由
は
見
当
ら
な
い
の
で
、
両
説
が
掲
載
資
格
を
得
た
弘
仁
十
四
年
（
八
二
三
）
五
月
以
降
天
長
十
年
（
八

三
三
）
以
前
の
期
間
に
そ
の
条
件
を
得
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
間
伊
予
親
王
が
歴
史
の
上
で
問
題
に
さ
れ
た
の
は
一
度
だ
け
、
弘
仁

十
四
年
七
月
二
十
五
日
で
あ
る
。
『
日
本
紀
略
』
に
、

　
　
　
廿
五

　
　
　
丁
丑
。
故
三
品
中
務
卿
伊
予
親
王
。
故
従
三
位
夫
人
藤
原
朝
臣
吉
子
。
復
二
本
位
一
振
内
資
人
亦
依
レ
法
行
レ
之
。

と
あ
る
。
こ
の
前
後
に
は
祈
雨
の
た
め
の
奉
幣
記
事
が
集
中
し
て
い
る
の
で
、
干
害
を
崇
り
と
み
な
し
伊
予
親
王
の
換
地
を
墓
の
列
に
加
え
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
興
味
深
い
こ
と
は
、
本
来
二
人
で
セ
ヅ
ト
で
あ
る
伊
予
親
王
と
藤
原
吉
子
の
墓
の
扱
い
に
大
き
な
差
異
が
あ

っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
両
墓
の
歴
名
に
占
め
る
位
置
は
大
き
く
は
な
れ
、
掲
載
資
格
取
得
に
四
十
年
も
の
ず
れ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
『
日
本
紀
略
』
の
史
料
が
参
考
に
な
る
。

　
　
　
廿
七

　
　
　
乙
丑
。
度
二
一
百
卦
人
閃
奉
コ
爲
崇
道
天
皇
二
百
人
。
爲
二
伊
予
親
王
一
十
人
。
夫
人
藤
原
氏
十
人
。

大
同
五
年
（
八
「
○
）
七
月
の
嵯
峨
天
皇
不
予
に
際
し
謬
り
を
恐
れ
て
僧
を
得
度
さ
せ
た
記
事
で
あ
る
。
こ
の
史
料
に
は
、
ω
得
度
人
数
で
は
伊

予
親
王
よ
り
告
白
の
方
が
多
い
、
ω
内
分
け
の
順
序
で
は
吉
子
よ
り
伊
予
親
王
が
先
で
、
用
語
で
も
日
捲
為
・
為
・
（
ナ
シ
）
」
と
い
う
明
確
な
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ラ
ン
ク
付
け
が
あ
る
、
と
い
う
特
徴
が
読
み
と
れ
る
。
こ
れ
は
、
滞
り
の
威
力
で
は
吉
子
の
方
が
強
力
で
あ
っ
た
が
彼
女
が
皇
后
で
も
な
い
非

皇
族
で
あ
っ
た
こ
と
が
順
序
を
規
点
し
て
い
る
と
い
う
窮
実
を
示
し
て
い
る
。
当
時
の
こ
の
よ
う
な
通
念
か
ら
す
れ
ば
、
い
く
ら
崇
り
の
威
力

が
強
く
と
も
伝
統
的
に
皇
族
と
皇
太
后
を
介
し
て
の
外
祖
父
母
ま
で
と
を
対
象
と
し
て
き
た
学
歴
名
に
吉
子
の
墓
地
を
加
え
る
こ
と
に
は
抵
抗

を
お
ぼ
え
た
こ
と
は
理
解
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
制
約
を
超
え
る
に
は
四
十
年
後
の
貞
観
五
年
の
御
霊
会
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
こ
れ
ま
で
注
目
し
て
き
た
貞
観
初
年
と
い
う
時
期
は
、
そ
の
意
味
で
も
陵
墓
制
度
の
一
つ
の
大
き
な
転
換
期
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

（三）

律
令
国
家
陵
塞
制
度
の
終
焉
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残
る
C
・
F
群
の
分
析
を
行
う
。
F
群
は
実
は
さ
ら
に
工
つ
に
分
割
さ
れ
る
。
表
2
の
F
－
1
群
と
F
1
2
群
と
に
で
あ
る
。
ω
前
者
で
は

「
守
戸
」
の
語
が
使
わ
れ
、
後
者
で
は
「
墓
戸
」
の
語
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
、
②
前
者
は
仁
明
か
ら
陽
成
に
至
る
皇
統
に
か
か
わ

る
諸
墓
で
、
後
者
で
は
転
じ
て
仁
明
か
ら
光
孝
i
宇
多
－
醍
醐
天
皇
と
つ
な
が
る
皇
統
の
外
祖
父
母
の
墓
が
登
場
す
る
こ
と
、
か
ら
そ
う

区
分
し
た
。

　
F
1
1
群
に
は
、
『
貞
観
式
』
完
成
の
翌
年
没
し
た
清
額
天
皇
外
祖
父
の
藤
原
楽
曲
、
続
い
て
達
成
外
祖
母
藤
原
乙
春
の
墓
（
外
祖
父
藤
原
長

　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

良
の
墓
は
欠
如
。
）
が
記
さ
れ
て
い
る
。
貞
観
十
四
年
（
八
七
二
）
お
よ
び
元
慶
元
年
（
八
七
七
）
の
二
度
の
十
陵
五
墓
の
設
定
で
聖
女
新
た
に
五
墓

に
入
っ
た
も
の
を
、
元
慶
八
年
（
八
八
四
）
以
前
の
段
階
で
（
実
際
は
元
慶
元
年
以
前
）
貞
観
磁
心
名
の
末
尾
余
白
に
順
次
書
き
慕
え
て
い
っ
た
部

分
だ
ろ
う
。
先
に
ふ
れ
た
陵
歴
名
B
野
末
に
加
筆
さ
れ
た
後
山
科
陵
も
一
回
目
の
十
陵
五
墓
で
新
た
に
近
陵
と
さ
れ
た
も
の
で
兆
域
記
載
を
欠

く
な
ど
貞
観
歴
名
部
分
と
異
質
で
あ
る
点
で
も
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
F
1
1
群
に
対
応
す
る
加
筆
だ
と
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。
こ
の
段
階
に
な

る
と
先
の
傾
向
は
さ
ら
に
強
ま
り
荷
前
別
貢
幣
対
象
陵
墓
の
改
変
に
全
く
ふ
り
ま
わ
さ
れ
て
歴
名
へ
の
加
筆
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ

れ
る
。
な
お
良
房
の
後
愛
宕
墓
の
扱
い
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
お
こ
う
。
実
質
的
に
は
概
嵐
の
源
潔
娠
の
墓
に
対
応
す
る
清
和
天
皇
外
祖
父
の
墓

と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
注
記
に
は
「
太
政
大
臣
贈
正
　
位
美
濃
公
藤
原
朝
臣
」
と
あ
っ
て
外
祖
父
の
注
記
を
も
た
な
い
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こ
と
は
興
味
深
い
。
七
世
紀
以
来
の
有
功
王
墓
（
陵
）
の
観
念
－
太
政
大
臣
の
葬
地
は
公
的
に
守
衛
さ
れ
る
と
い
う
意
識
－
が
形
を
か
え
つ

つ
も
現
に
生
き
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
贈
位
で
は
な
い
太
政
大
臣
良
房
に
と
っ
て
は
外
祖
父
と
い
っ
た
皇
太
后
を
介
し
た

二
次
的
正
妾
化
は
不
要
で
太
政
大
臣
と
い
う
だ
け
で
墓
異
名
に
入
る
り
っ
ぱ
な
資
格
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
平
安
時
代
の
太
政

大
臣
の
中
に
は
少
な
か
ら
ず
か
つ
て
の
実
権
あ
る
皇
族
太
政
大
臣
の
イ
メ
イ
ジ
が
生
き
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
残
る
C
群
と
F
1
2
群
は
互
い
に
導
電
し
て
お
り
『
延
喜
式
』
編
纂
時
に
全
く
新
た
に
書
き
足
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
。
配
列
で
は
、
前
半
に

近
陵
墓
・
後
半
に
遠
陵
墓
を
ま
と
め
て
記
し
荷
前
の
近
遠
を
規
準
に
配
列
さ
れ
て
い
輸
・
宇
多
天
皇
の
外
祖
父
母
の
墓
が
光
孝
天
皇
の
そ
れ
よ

り
前
に
位
置
し
て
い
る
の
は
、
F
－
2
群
中
で
唯
一
の
親
王
と
し
て
き
わ
だ
つ
橿
武
天
皇
皇
子
の
仲
野
親
王
を
尊
ん
で
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
太
政
大
臣
墓
と
い
う
観
念
は
こ
の
時
期
に
も
生
き
て
い
る
。
外
祖
父
で
も
な
い
基
経
の
墓
が
掲
載
さ
れ
る
の
は
彼
が
太
政
大
臣
で
あ
っ
た
か

ら
だ
。
ま
た
光
孝
外
祖
父
母
の
墓
の
順
が
外
祖
母
・
外
祖
父
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
組
継
に
太
政
大
臣
が
贈
ら
れ
る
時
期
が
選
果
一
位
よ
り
少

　
　
　
　
㊧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
…

し
お
く
れ
た
の
を
式
編
者
が
見
落
し
た
た
め
ら
し
い
。
「
贈
正
一
位
藤
原
朝
臣
総
継
」
と
の
み
注
記
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
墓
は
本
来
有
す
べ
き

「
贈
太
政
大
臣
正
一
位
」
と
い
う
条
件
を
み
た
さ
ぬ
一
ラ
ン
ク
劣
っ
た
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
、
そ
の
結
果
順
序
が
逆
転
さ
れ
た
の
だ
と
解
さ
れ

る
。
た
と
え
贈
位
で
あ
っ
て
も
太
政
大
臣
と
い
う
条
件
は
重
要
で
あ
っ
た
。

　
か
つ
て
の
有
功
王
墓
の
わ
く
ぐ
み
は
、
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
実
質
的
に
は
皇
族
な
ら
ぬ
人
臣
の
太
政
大
臣
の
墓
を
意
味
す
る
の
が
一
般
的

と
な
っ
た
。
そ
の
中
で
生
ま
れ
た
の
が
、
「
墓
戸
」
そ
し
て
「
有
功
臣
」
と
い
う
用
語
で
あ
る
。
「
二
戸
篇
の
語
は
元
慶
八
年
以
降
お
そ
ら
く
は

『
延
喜
式
』
編
纂
段
階
で
の
造
語
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
は
次
の
二
点
。
ω
歴
名
で
は
F
1
2
群
に
の
み
、
即
ち
元
慶
八
年
以
降
設
鼠

の
墓
に
の
み
用
い
ら
れ
る
も
の
で
（
H
郡
の
事
情
は
既
述
。
）
、
こ
れ
は
同
じ
く
元
慶
八
年
以
降
の
陵
の
み
か
ら
な
る
C
．
群
に
お
い
て
再
び
陵
芦
の

語
が
復
活
す
る
の
と
対
応
す
る
現
象
で
あ
る
こ
と
、
②
陵
戸
と
は
本
来
れ
っ
き
と
し
た
令
制
用
語
で
養
老
令
以
降
に
は
五
色
の
賎
の
一
つ
と
し

て
位
置
付
け
ら
れ
る
概
念
で
、
一
般
の
戸
を
あ
て
る
守
戸
と
対
を
な
す
も
の
だ
か
ら
、
令
制
下
で
は
草
戸
な
ど
と
い
う
概
念
は
生
じ
え
な
い
こ

と
、
で
あ
る
。
『
延
喜
式
』
に
は
次
の
よ
う
な
式
文
が
み
え
る
。
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凡
山
陵
者
。
置
二
陵
戸
五
姻
一
令
レ
守
之
。
有
功
臣
墓
者
。
遣
二
歳
戸
三
尊
つ
網
戸
二
陵
墓
戸
閃
差
黙
令
レ
守
者
。
先
取
下
前
二
陵
墓
　
戸
上
充
之
。

こ
れ
は
先
の
持
統
五
年
詔
を
も
と
に
し
た
式
文
に
、
『
延
喜
式
』
段
階
で
さ
ら
に
修
正
を
潴
え
て
作
文
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
修
正
に
は
、

律
令
国
家
の
陵
墓
制
度
が
平
安
時
代
の
そ
れ
へ
と
変
容
し
た
際
に
生
ま
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
が
巧
妙
に
と
り
こ
ま
れ
て
い
る
。
実
態
に
則
し

て
「
先
皇
陵
」
が
「
山
陵
」
に
、
「
自
今
王
等
有
功
」
が
「
有
功
臣
墓
」
に
改
め
ら
れ
、
陵
戸
と
同
じ
掛
戸
を
広
く
墓
の
方
に
も
設
置
し
う
る

よ
う
に
親
里
i
軍
戸
と
い
う
全
く
新
し
い
対
概
念
を
創
造
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
旧
来
の
律
令
国
家
陵
墓
制
度
の
わ
く
ぐ
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　

を
利
用
し
っ
っ
も
、
九
世
紀
に
生
じ
た
さ
ま
ざ
ま
な
本
質
的
な
変
化
を
み
ご
と
に
く
み
と
り
法
制
化
し
た
の
が
こ
の
式
文
で
あ
る
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
来
た
っ
た
と
こ
ろ
が
ら
も
う
多
言
を
要
す
ま
い
。
こ
こ
に
名
実
と
も
に
律
令
国
家
の
陵
墓
制
度
は
終
焉
す
る
の
で
あ
る
。

　
①
　
和
田
、
薪
井
氏
ら
は
、
こ
れ
ら
が
『
弘
仁
式
』
歴
名
に
既
に
存
在
し
た
と
考
え
　
　
　
　
⑨
　
良
継
の
墓
と
武
智
麻
呂
の
墓
は
共
に
「
東
西
十
五
町
。
南
北
十
五
町
。
」
と
い
う

　
　
て
い
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
広
大
な
兆
域
を
占
め
て
い
る
か
ら
問
じ
場
所
i
栄
山
寺
の
寺
地
一
を
さ
し
て

②
　
『
続
日
本
紀
』
天
平
二
年
九
月
新
子
、
天
平
勝
宝
七
歳
十
月
丙
午
条
。

③
　
以
上
『
延
喜
式
』
陵
墓
歴
名
。

④
　
　
『
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
七
歳
十
月
丙
午
条
。

⑤
十
重
四
墓
舗
の
史
的
意
義
に
つ
い
て
は
別
に
詳
論
す
る
予
定
で
あ
る
。
墓
が
陵

　
よ
り
も
尊
重
さ
れ
う
る
制
度
だ
と
い
う
意
味
で
従
来
の
制
度
の
根
幹
を
解
佑
す
る

　
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

⑥
『
群
書
類
従
』
第
二
十
四
緯
所
収
。

⑦
　
喜
田
貞
吉
「
栄
山
寺
の
創
設
と
武
智
麿
墳
墓
に
関
す
る
疑
問
」
（
『
歴
史
地
理
』

　
二
八
一
二
、
一
九
一
六
年
）
。
佐
伯
有
義
校
訂
本
や
『
漸
蘭
国
史
大
系
』
本
は
藤
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鯉
者

　
良
継
の
墓
と
み
る
。

⑧
著
名
な
記
礁
で
あ
る
が
、
『
続
日
誌
・
後
紀
』
承
和
十
年
四
月
二
十
一
日
条
に
よ

　
る
と
、
世
人
の
相
伝
に
従
っ
て
神
功
罪
盾
陵
と
成
務
天
皇
陵
の
南
北
の
位
羅
を
誤

　
認
し
て
い
た
こ
と
が
朝
廷
の
図
帳
を
捜
検
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
う

　
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
に
は
陵
で
す
ら
そ
う
し
た
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
か
ら
、
ま

　
し
て
公
的
守
衛
の
対
象
外
で
あ
る
氏
族
墓
の
状
況
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　
い
る
と
思
わ
れ
る
。
式
家
の
良
継
の
墓
が
当
地
に
存
在
す
る
の
は
、
反
仲
麻
呂
勢

　
力
の
中
心
で
あ
っ
た
良
継
が
そ
の
没
落
の
の
ち
阿
随
の
地
を
自
ら
の
も
の
と
し
て

　
さ
ず
か
り
、
自
分
こ
そ
贈
太
政
大
臣
武
智
麻
呂
の
正
当
な
後
継
者
で
あ
る
と
い
う

　
意
識
を
秘
か
に
も
つ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
八

　
年
九
月
十
八
日
条
の
彼
の
雍
伝
参
照
。
）

⑩
彼
の
政
策
は
藤
原
仲
麻
呂
が
か
つ
て
行
お
う
と
し
た
こ
と
を
ま
ね
て
い
る
点
が

　
多
い
。
貞
観
二
年
、
従
来
の
孔
伝
・
鄭
注
の
『
孝
経
臨
を
廃
し
唐
の
玄
宗
の
『
御

　
注
欝
欝
』
を
使
期
す
べ
ぎ
と
し
て
、
あ
ら
た
め
て
孝
思
想
の
高
揚
を
行
っ
て
い
る
。

　
こ
の
詔
が
幼
い
清
和
天
皇
の
意
志
に
よ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
祖
先
顕
彰
の
精
神
を
う
た
い
鎌
足
・
武
智
麻
呂
を
尊
重
し
た
点
も
岡
じ
で
あ
る
。

⑪
　
和
田
前
掲
第
一
論
文
　
㈹
第
二
章
。

⑫
『
文
徳
実
録
』
嘉
祥
三
年
五
月
五
日
条
の
民
關
の
建
言
。

⑬
和
田
前
掲
第
一
論
文
㈲
第
叢
早
な
ど
。

⑭
　
承
和
九
年
七
月
廿
四
環
、
嘉
祥
三
年
三
月
廿
七
ヨ
、
同
十
月
五
日
、
十
一
月
三

　
十
日
、
斉
衡
元
年
十
二
月
三
日
号
頁
観
七
年
二
月
十
七
日
越
ど
。
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⑮
九
世
紀
の
陵
墓
関
係
史
料
を
通
覧
す
る
と
、
即
位
な
ど
皇
統
に
か
か
わ
る
奉
告

　
使
で
は
天
皇
歴
代
の
先
帝
お
よ
び
直
系
祖
先
を
対
象
と
す
る
の
に
対
し
、
献
信
物

　
や
荷
前
奉
幣
と
い
っ
た
奉
幣
使
で
は
歴
代
の
意
識
は
相
対
的
に
低
下
し
て
埋
り
の

　
強
さ
な
ど
ほ
か
の
選
択
要
悶
が
入
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
特
殊
な
共
通
性
は
後
者

　
の
將
徴
の
影
響
を
示
し
て
い
る
。

⑯
天
安
二
年
の
十
陵
汽
缶
制
の
主
導
者
良
房
に
と
っ
て
、
そ
の
晩
年
に
も
『
貞
観

　
式
』
の
墓
歴
名
の
華
頭
を
ま
た
祖
鎌
足
の
墓
で
か
ざ
れ
た
の
は
満
足
な
こ
と
で
あ

　
つ
た
に
ち
が
い
な
い
。

⑰
以
上
を
ふ
ま
え
て
よ
う
や
く
B
・
E
群
は
存
置
順
と
称
す
る
こ
と
が
ゆ
る
さ
れ

　
る
。
た
だ
E
群
末
の
大
岡
墓
は
所
在
地
を
郷
ま
で
記
し
兆
域
記
載
を
欠
く
と
い
う

　
点
で
そ
れ
以
前
と
多
少
異
質
で
あ
る
か
ら
、
一
た
ん
天
安
二
年
詔
の
直
後
こ
ろ
歴

　
名
が
作
成
さ
れ
、
そ
れ
が
の
ち
『
貞
観
式
』
に
吸
収
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
に
段
階

　
を
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
歴
名
の
後
半

　
に
近
陵
近
墓
を
ま
と
め
て
お
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

⑱
『
日
本
軍
略
』
弘
仁
十
四
年
五
月
六
日
条
。

⑲
　
士
口
永
登
氏
は
前
掲
論
文
に
お
い
て
宇
治
に
存
在
す
る
墓
が
多
い
た
め
誤
っ
て
落

　
し
た
の
だ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
消
極
的
に
は
そ
れ
も
一
閃
と
い
え
な
く
も
な
い

　
が
、
私
は
次
の
一
　
つ
の
理
由
を
想
定
し
て
い
る
。
ω
『
延
喜
式
』
編
纂
に
際
し
貞

　
観
歴
名
を
取
り
入
む
と
き
、
そ
の
末
尾
に
細
字
で
書
き
足
さ
れ
た
注
記
で
あ
っ
た

　
た
め
落
し
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
は
偶
長
良
の
墓
が
元
慶
元
年
十
二
月
十
三
瞬
に
荷

　
前
対
象
五
墓
の
一
つ
に
加
え
ら
れ
た
と
き
は
、
ま
だ
同
年
正
月
十
二
日
に
お
く
ら

　
れ
た
「
贈
左
穴
謹
製
一
位
」
の
地
位
と
し
て
で
あ
っ
た
か
ら
、
有
功
王
墓
の
伝
統

　
を
も
つ
墓
歴
名
に
加
簗
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
形
跡
が
そ
の
ま
ま
元
慶
八
年
二
月

　
二
十
九
日
太
政
火
麗
が
贈
ら
れ
た
の
ち
も
『
延
喜
式
』
ま
で
ひ
き
つ
が
れ
て
し
ま

　
つ
た
。

⑳
『
三
代
実
録
』
貞
観
十
四
年
十
二
月
十
三
日
、
元
慶
元
年
十
二
月
十
三
日
条
。

⑳
　
結
果
的
に
は
ほ
ぼ
存
置
順
と
一
致
す
る
が
、
宇
多
と
光
孝
の
外
祖
父
母
の
順
を

　
意
識
的
に
逆
転
さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
全
く
機
械
的
な
書
き
継
ぎ
だ
と

　
は
出
㌘
κ
難
い
。

⑫
　
『
三
代
実
録
』
に
よ
る
と
、
元
慶
八
年
三
月
十
三
日
に
外
祖
父
母
と
し
て
藤
原

　
数
子
と
共
に
正
一
位
が
贈
ら
れ
た
。
太
政
大
臣
が
贈
ら
れ
る
の
は
仁
和
元
年
九
月

　
十
五
臼
の
こ
と
。
な
お
元
慶
八
年
十
二
月
二
十
日
条
に
「
贈
太
政
大
臣
正
一
位
」

　
と
あ
る
の
は
誤
り
で
同
月
二
十
五
日
条
を
み
て
も
い
ま
だ
照
照
一
位
で
あ
る
。

⑳
あ
ら
た
め
て
こ
の
時
期
の
歴
名
を
み
る
と
、
女
性
の
陵
に
比
べ
て
天
皇
陵
は
き

　
わ
め
て
少
な
い
。
薄
葬
や
仏
式
葬
の
普
及
を
考
慮
し
て
も
で
あ
る
。
も
は
や
天
皇

　
歴
代
陵
の
リ
ス
ト
と
い
っ
た
お
も
か
げ
は
ど
こ
に
も
な
い
。
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む

す

び

　
最
後
に
本
稿
で
考
察
し
た
こ
と
を
も
と
に
九
世
紀
末
ま
で
の
陵
墓
制
度
の
時
期
区
分
を
行
い
む
す
び
と
す
る
。
ま
ず
第
－
期
は
持
統
三
年

（
六
八
九
）
の
浄
御
露
塵
以
前
で
、
皇
族
と
一
般
氏
族
の
葬
地
を
各
女
陵
と
墓
と
称
し
区
分
す
る
制
度
が
存
在
し
た
。
昏
夢
歴
名
に
は
取
り
入
れ

ら
れ
ず
に
お
わ
っ
た
陵
墓
へ
の
古
い
信
仰
も
生
き
て
い
た
時
代
で
あ
る
。
第
∬
期
は
持
統
三
年
以
降
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
以
前
。
先
皇
陵
と
有

功
王
陵
に
対
す
る
公
的
守
衛
の
原
産
が
確
立
し
、
そ
の
他
の
皇
族
や
一
般
氏
族
の
「
営
墓
」
に
つ
い
て
は
氏
女
祖
墓
の
場
合
だ
け
許
可
す
る
と
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い
う
厳
し
い
制
限
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
れ
は
公
的
・
超
越
的
存
在
と
し
て
の
律
令
天
皇
の
誕
生
、
令
制
の
理
念
に
も
と
つ
く
広
大
な
土
地
独
占

の
禁
止
、
を
基
礎
と
す
る
政
策
で
あ
ろ
う
。
第
皿
期
は
八
世
紀
前
半
の
律
令
陵
墓
制
度
の
最
盛
期
で
、
先
の
第
丑
期
の
理
念
を
さ
ら
に
つ
き
つ

め
即
位
天
皇
の
葬
地
の
み
を
陵
と
称
す
べ
き
と
し
元
明
朝
に
は
そ
の
歴
博
を
完
成
さ
せ
た
。
た
だ
し
墓
に
つ
い
て
は
太
政
官
構
成
メ
ソ
パ
ー
の

レ
ヴ
ェ
ル
に
あ
た
る
三
位
以
上
や
別
祖
・
古
聖
に
つ
い
て
は
美
好
し
て
も
よ
い
と
制
限
を
ゆ
る
め
て
い
る
。
第
W
期
は
八
世
紀
後
半
の
仲
麻
呂

執
政
期
か
ら
桓
武
朝
雲
年
ご
ろ
ま
で
で
あ
る
。
律
令
三
后
の
本
来
も
つ
重
要
性
に
さ
ら
に
当
時
の
孝
思
想
や
祖
先
顕
彰
の
意
識
の
高
揚
が
加
わ

る
こ
と
で
新
た
に
誕
生
し
た
御
墓
の
制
度
が
行
わ
れ
た
時
期
で
あ
る
。
第
V
期
は
延
暦
九
年
（
七
九
〇
）
こ
ろ
か
ら
『
弘
仁
式
』
完
成
こ
ろ
を
ピ

ー
ク
と
す
る
。
御
製
制
の
中
か
ら
平
安
時
代
陵
墓
制
度
の
一
つ
の
柱
と
な
る
外
祖
父
母
墓
制
が
誕
生
す
る
。
そ
う
し
た
墓
概
念
の
変
質
を
へ
て

よ
う
や
く
桓
武
朝
に
最
初
の
墓
悪
名
が
編
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
中
大
兄
皇
子
関
係
の
諸
流
が
再
発
見
さ
れ
た
の
は
こ
の
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お

外
祖
父
母
の
墓
が
皇
族
太
政
大
臣
墓
た
る
有
功
王
墓
と
共
に
墓
臭
名
に
収
め
ら
れ
た
こ
と
が
一
因
と
な
り
、
逆
に
外
祖
父
に
は
太
政
大
臣
を
贈

る
と
い
う
慣
習
が
生
ま
れ
た
の
も
こ
の
時
期
で
あ
る
。
第
W
期
は
天
安
か
ら
貞
観
を
へ
て
元
慶
八
年
（
八
八
四
）
ま
で
で
あ
る
ゆ
良
房
が
太
政
大

臣
に
就
任
し
た
こ
と
に
応
じ
天
安
二
年
の
十
陵
四
墓
制
で
は
天
智
天
皇
と
藤
原
鎌
足
の
両
葬
地
を
対
と
し
て
位
置
付
け
る
よ
う
に
な
り
藤
原
氏

先
祖
墓
の
再
興
が
す
す
め
ら
れ
る
。
天
皇
家
と
藤
原
太
政
大
臣
家
と
が
相
互
補
完
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
思
想
が
強
く
お
し
出
さ
れ
て
く
る

時
期
だ
。
そ
し
て
歴
名
は
本
来
の
意
義
を
失
い
荷
前
鋼
貢
幣
の
台
帳
的
性
格
を
濃
厚
に
し
て
く
る
。
律
令
陵
墓
翻
の
解
体
期
と
い
え
る
。
第
W

期
、
元
慶
八
年
か
ら
『
延
喜
式
』
編
纂
段
階
こ
ろ
に
な
る
と
如
上
の
変
化
に
対
し
て
、
「
有
功
臣
」
「
黒
戸
」
な
ど
の
語
を
含
む
式
文
に
よ
っ
て

法
的
根
拠
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
律
令
国
家
陵
墓
制
度
の
終
焉
期
で
あ
る
。

　
以
上
、
律
令
国
家
の
陵
墓
制
度
に
つ
い
て
そ
の
誕
生
か
ら
平
安
時
代
の
独
自
の
そ
れ
へ
の
転
換
に
至
る
ま
で
を
見
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
私

は
こ
の
転
換
を
単
な
る
律
令
制
衰
退
と
い
う
側
面
の
み
か
ら
装
え
る
こ
と
は
し
な
い
。
そ
の
変
化
は
、
歴
名
の
変
容
じ
た
い
に
も
投
影
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
背
景
に
あ
る
祖
先
観
の
一
つ
の
大
き
な
変
化
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
先
皇
陵
を
歴
代
順
に
網
羅
し
た
一
系
系
譜

的
性
格
を
有
す
る
雷
名
の
基
礎
に
は
、
皇
祖
霊
を
全
体
と
し
て
把
え
る
天
皇
祖
霊
観
や
天
皇
歴
代
を
軸
と
し
て
そ
れ
に
依
存
す
る
形
で
王
罠
が

43　（523）



工 令前

□（天皇及び皇族）

墓

丑

持統3年
@（689）

搏揩T年
@（691γ
i陵戸設置）

国守衛原則

國［有功王陵］ その他の

c族の陵
氏々闇闇

5戸　　　3戸　　　　3戸

大宝元年
i701）

↓

皿

匝］・皇子墓［亟1（即位天皇）

その他の

c族の墓
三位以上及

ﾊ祖船上墓
（皇族太政大臣）

天平勝宝
U年ごろ
@（754）

V平宝字
S年
i760）

國
（
皇
太
后
・
太
皇
太
后
）
　
　
　
　
変
質

IV

　　陵

i即位・追称の天良）

i皇太昏太皇太后）
i
：

外根父母墓

V

延暦9年
i790）

蜩ｯ元年
i806）

｝
i
．
　
　
・
　
　
曹
　
　
一
　
　
一
　
　
一
　
　
・
　
　
幽
　
　
顧
　
　
卿
　
　
印

印悼▼｝，旧｝，一

P
購
撤
大
臣
正
〔
一
位
頒
則

（即位天皇外組父母）　〈衰退〉　　　〈衰退〉

@　　⊂董⊃；
@　　　　　　　　i

@　　　　　　　　i

@　　　　　　　　i　　　　　　　　　ウ

〈再興〉

良房太政大臣 ．　　…　　　　　　　　幽　　幽　　r　　F　　畠　　胃　　躰

騨旧rr需騨
?
? 藤原氏先祖墓

V
I

天安2年～貞観8年

i858－866）

蜉ﾏユ4年
@（872）

（鎌足・武智麻呂墓）

有功臣墓

雁

延喜式文 （太政大臣墓）

^
［コ…公的守衛管理短象陵幕　［コ…私的守籍管理貢†象陵墓　（　）…被葬者内実　⊂）…守徳戸数原期

　　　　　　　　　　　　　　　　陵墓制度系統図

44　（524）



　
　
①

「
仕
奉
」
し
き
た
っ
た
と
い
う
直
線
的
な
時
間
観
念
の
伝
統
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
皇
統
の
一
系
性
の
意
識
が
衰
退
し
て
く
る

と
相
対
的
に
天
皇
家
の
私
的
な
出
自
原
理
が
明
確
化
し
て
、
六
欲
富
加
制
の
成
立
と
そ
の
影
響
を
う
け
た
肩
巾
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
天
皇
系

譜
の
一
系
性
か
ら
自
立
し
た
形
で
の
個
別
化
し
た
近
親
祖
先
に
対
す
る
祭
配
が
表
に
現
わ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
同

時
に
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
そ
う
し
た
変
化
が
律
令
陵
墓
制
度
の
内
部
に
存
在
し
た
原
理
の
、
一
つ
の
歴
史
的
展
開
と
し
て
自
ら
を
実
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　

し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
ω
太
政
大
臣
ま
た
は
贈
太
政
大
臣
た
る
こ
と
が
墓
設
置
の
条
件
と
な
っ
て
い
る
こ
と
や
心
房
が
新
し
い

綱
度
を
生
み
出
す
こ
と
と
な
っ
た
の
が
彼
の
人
臣
初
太
政
大
臣
に
就
任
し
た
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
は
、
皇
族
太
政
大
臣
の
た
め
の
有
功
王

墓
と
い
う
伝
統
的
な
制
度
が
背
景
に
あ
っ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
し
、
②
外
祖
父
母
昏
昏
は
御
墓
湖
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
律
令
三
盾
の
特
殊
な
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

位
に
起
源
を
も
つ
も
の
と
い
え
る
。
③
ま
た
鎌
足
墓
は
か
つ
て
の
氏
女
祖
墓
を
新
し
い
意
味
一
天
皇
家
と
藤
原
属
と
の
相
互
補
完
性
　
　
を

こ
め
て
再
興
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
は
歴
史
が
既
成
の
わ
く
内
で
そ
の
制
約
を
み
ご
と
に
利
用
し
つ
つ
新
し
い
糊
度
を
展
開
実

現
し
た
過
程
の
一
例
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
新
し
い
制
度
の
柱
と
な
っ
た
童
つ
の
も
の
（
傍
点
部
）
は
、
そ
の
ま
ま
新
た
な
摂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

関
時
代
の
政
治
原
理
と
さ
れ
て
い
る
も
の
と
一
致
し
て
い
る
。
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①
　
吉
村
前
掲
論
文
参
照
。

②
摂
政
の
地
位
と
太
政
大
臣
に
つ
い
て
は
、
竹
内
理
三
「
摂
政
・
関
白
」
（
同
『
律

令
制
と
貴
族
政
権
』
第
二
部
、
御
茶
の
水
置
房
、
一
九
五
八
年
）
参
照
。
ま
た
、

　
佐
藤
信
氏
も
「
皇
太
后
・
太
皇
太
后
」
に
注
目
し
「
王
権
の
ミ
ウ
チ
的
集
団
の
中

に
お
け
る
母
系
の
尊
重
こ
そ
が
次
代
の
藤
原
氏
に
よ
る
天
皇
の
外
戚
化
を
軸
と
し

た
摂
関
欄
の
成
立
を
導
く
カ
ギ
と
な
っ
た
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
（
同
「
摂
関
舗

成
立
期
の
王
権
に
つ
い
て
の
覚
書
」
、
山
中
裕
編
『
摂
関
時
代
と
古
記
録
』
吉
川

弘
文
館
、
一
九
九
　
年
）
。

（
付
記
）
　
投
稿
後
、
田
中
聡
「
「
陵
墓
」
に
み
る
「
天
皇
」
の
形
成
と
変
質
」
（
『
「
陵
墓
」
か
ら
み
た
日
本
史
』
青
木
書
店
、
　
九
九
五
年
　
所
収
）
、
和
田
葦
「
日
本
古
代
・
中
世
の

　
　
陵
墓
」
（
森
浩
一
編
『
天
皇
陵
古
墳
』
大
巧
社
、
　
一
九
九
六
年
半
所
収
）
の
二
論
考
を
得
た
。
本
稿
の
内
容
と
か
か
わ
る
点
も
あ
る
が
関
説
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

あ
わ
せ
参
照
さ
れ
る
こ
と
を
お
願
い
し
た
い
。

（
冊
志
社
大
学
大
学
院
生
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Das　Verwaltungssystem　der　Grtiber　unter

der．　Regierung“Ritsury6　Kokka（律令国家）”

　　　　Eine　Untersuchung　zu　“　Engi－Shory6ry6－Shiki　”

von

KiTA　Yasuhiro

　　Diese　Studie　ist　ein　Versuc11，　die“Ry6－Bo”（陵墓，“Mausoleen　und

Graber　”）Liste　in　der　Rechtssammlung“　Engi－Shiki　”（延喜式，927）zu

analysieren．　Sie　ist　als　Vorarbelt　zu　einer　umfangreicheren　Untersuchung

Uber　die　Anlage　und　Verwaltung　der　kaiserlichen　Mausoleen　und　Grtiber

hochgestellter　Personen　im　alten　Japan　gedacht．　lhre　wichtigsten　Ergeb－

nisse　sind　folgende　：

　　1．　Anhand　formaler　Merkmale　lassen　sich　die　Teiie．　die　bei　der　Her一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

ausgabe　der“K6nin－Shiki”（弘仁式，820），　der“J6gan－Shiki”（貞観式，

871）und　der“Engi－Shiki”（延喜式，927）eingetragen　wurden，　klar　un－

terscheiden．

　　2，Die　Liste　der“Ry6”（陵，　Mauso1een）geht　zurttck　auf　eine　Liste，

die　erstmals　unter　dem　Term6　Genmei（元明）erstellt　wurde．　Diese

wiederum　beruht　auf　Angaben　in　den　Bestimmungen　Uber　den　6ffent－

lichen　Schutz　der　kaiserlichen　Mausoleen　in　dem　Rechtskodex　“　Kiyomi－

harary6”（面訴溢血，689）．　In　der　unter　dem　Genmei（元明）Tenn6　her－

gestellten　Liste　sind　die　Mausoleen　ailer　Tenn6　in　der　chronologischen

Reihenfolge　lhrer　Herrschaft　aufgeftthrt．　Das　verweist　darauf，　daB　die

verstorbenen　Tenn6　noch　nicht　als　Einzelne，　sondern　als　Gesamtheit

verehrt　wurden．

　　3．Die　Liste　der‘‘Bo”（墓）（Graber　hochgestellter　Personen　mit　Aus－

nahme　des　Tenn6）　ist，　anders　als　in　der　Forschung　bisker　angenommen

wurde，　erstmals　in．der“K：6nin．．”Zeit（弘仁，820）erstellt　worden．　Die

Studie　untersueht’　detailliert，　welche・　M　aterialien　bei　der　Herstellung

dieser　Liste　verwendet　wurden．

　　4．Die　in　der“J6gan”．Zeit（貞観，871）herausgebene　Liste　ist　unter

dem　EinfiuB．des　kaiserlichen　Edikt“知ry6shibo．no　Mikotonori”（十陵

四墓の詔，858）gestaltet，　das　den　Grabern　der　in　der　Linie　der　B1utsver－

wandtschaft　zu　dem　jeweils　herrschenden　Tenn6　nahen　vierzehn　Vorfah一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（650）



ren　e1ne　besondere　Prioritat　zuerkannte．　，　AuBerdem　sind　in　dieser　Liste

die　Gr恥er　von“Kamatari”（鎌足）und‘．1．Muchimaro”．（武智麻呂）auf－

geftthrt．　Darin　zeigt　sich，　wie　sick　der　Ahnenkult　’allmahlich　von　der

Verehrung　der　Ahnen　ais　Kollektiv　zu　einer　Verehrung　konl〈reter，　durch

Deszendenz　verbundener　Vorfahren　wandelt．　’

　　5．　Anhand　dieser　Studie　wird　die　Rolle　des　Ahnenkults　als　eines　der

Strukturprinzipien　japanischer　Gruppenbildung　deutlich．

　　　National　Socialism　and．　the　Foreign　Policy

of　the　Social　People’s　Party　（Shakai　Taish“　T6）

by

OII〈AwA　Eijiro

　　Tlte　Social’　People’s　Party　（Shakai　Taishtt　TO）　was　created　upon　the

amalgamation　of　two　factions：　the　Nationa！　Socialist　faction　（Kokka’

Shakai　skugi　ha），　activists　galvanized　by　the　suffering　iBduced　bY　the

Depression　and　the　foreign　crisis　caused　by　the　Manchurian　lncident，

and　the　Right－Wing　faction，　a　social－democratic　entity　based　on　Japan

Labor　Union　（Nippon　R6d6’　S6d6mei）．

　　The　National　Socialists　advocated　state　control　of’the　economy　to　build

a　classless　socitey，　which　becaine　unpopular　domestically　as　JaPan　reco－

vered　from　the　Depression．　But　their　econoinic　policy　was　reflected　to

the　foreign　po銭cy　to　contain　the　Chinese　ComエRunists　and　cohclude　a

nonagression　pact　with　tlte　Soviet　Union．

　　As　the　internatioRal　situation　and　economic　situation　changed，　the

National　Socialists　switched　from　confrontation　with　the　Right－Wing

faction　to　conciliation．　as　a　result　of　which　the　National　Socialists　became
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

dependent　on　the　Right－Wing　faction　for　the　labor　organization　wltereas

the　Right－Wing　faction　depended　on　the　National　Socialists　for　the　fore－

ign　policy　concerning　Asia．　Nevertkeless，　as　Japan　became　bogged　down

in　the　Sino－Japanese　War，　the　National　Socialists　broke　with　the　Right－

Wing　faction　and　participated　in　the　“　New　Political　Order”　（Shin　taisei

undO）　of　the　1940’s．
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